
件　　　　　　　名 備　考

第 25 号議案
宍粟市消防団員等公務災害補償条例の一部改正の専決処分
（専決第８号）の承認について

４月２８日提出

第 26 号議案
宍粟市税条例等の一部改正の専決処分（専決第９号）の承認
について

４月２８日提出

第 27 号議案
宍粟市国民健康保険税条例の一部改正の専決処分（専決第10
号）の承認について

４月２８日提出

第 28 号議案
令和元年度宍粟市一般会計補正予算（第６号）の専決処分
（専決第７号）の承認について

４月２８日提出

第 29 号議案
宍粟市国民健康保険条例及び宍粟市後期高齢者医療に関する
条例の一部改正について

４月２８日提出

第 30 号議案 損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について ４月２８日提出

第 31 号議案 令和２年度宍粟市一般会計補正予算（第１号） ４月２８日提出

第 32 号議案
令和２年度宍粟市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１
号）

４月２８日提出

市議会の権限に属する事項中市長の専決処分事項の報告につ
いて

４月２８日提出

第90回宍粟市議会臨時会　上程議案等一覧

議案番号

報告第４号



第２５号議案 

 

宍粟市消防団員等公務災害補償条例の一部改正の専決処分（専決 

第８号）の承認について 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、別紙のとお

り専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、議会の承認を求める。 

 

令和２年４月２８日提出 

 

宍粟市長 福 元 晶 三  

 

 

 





宍粟市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

                        令和２年３月31日 

条例第10号 

宍粟市消防団員等公務災害補償条例（平成17年宍粟市条例第178号）の一部を次のように改正す

る。 

第５条第２項第１号中「日に」を「日（以下「事故発生日」という。）に」に改め、同項第２号

中「8,800円」を「8,900円」に改め、同条第３項中「死亡若しくは負傷の原因である事故が発生

した日又は診断により死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断により疾病の発生

が確定した日」を「事故発生日」に改める。 

附則第３条の４第５項第２号及び同条第６項並びに第４条第７項第２号及び同条第８項中「100

分の５」を「事故発生日における法定利率」に改める。 

別表中「12,400円」を「12,440円」に、「13,300円」を「13,320円」に、「10,600円」を「10,670

円」に、「11,500円」を「11,550円」に、「8,800円」を「8,900円」に、「9,700円」を「9,790円」

に改め、同表備考第１項中「死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によって

死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によって疾病の発生が確定した日」を「事

故発生日」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１  この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２  この条例による改正後の宍粟市消防団員等公務災害補償条例第５条第２項及び別表の規定は、

この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた宍粟市消防団員等公務災害補償条例第５条

第１項に規定する損害補償（以下「損害補償」という。）並びに同日前に支給すべき事由の生じ

た同日以後の期間に係る同条例第４条第３号に規定する傷病補償年金、同条第４号アに規定す

る障害補償年金及び同条第６号アに規定する遺族補償年金（以下「傷病補償年金等」という。）

について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償（傷病補償年金等を除く。）及び同

日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例

による。 



宍
粟
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 
新
旧
対
照
条
文
 

現
行
 

改
 
 
正
 
 
案
 

（
補
償
基
礎
額
）
 

（
補
償
基
礎
額
）
 

第
５
条
 
（
略
）
 

第
５
条
 
（
略
）
 

２
 
前
項
の
補
償
基
礎
額
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

２
 
前
項
の
補
償
基
礎
額
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(
１

)
非
常
勤
消
防
団
員
又
は
非
常
勤
水
防
団
員
が
公
務
に
よ
り
死
亡
し
、
負
傷
し
、
若
し

く
は
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
公
務
に
よ
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病
に
よ
り
死
亡
し
若
し
く
は

障
害
の
状
態
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
死
亡
若
し
く
は
負
傷
の
原
因
で
あ
る
事
故
が
発
生
し

た
日

又
は

診
断

に
よ

り
死

亡
の

原
因

で
あ

る
疾

病
の

発
生

が
確

定
し

た
日

若
し

く
は

診

断
に
よ
り
疾
病
の
発
生
が
確
定
し
た
日
に
お
い
て
、
当
該
非
常
勤
消
防
団
員
又
は
非
常
勤

水
防

団
員

が
属

し
て

い
た

階
級

及
び

当
該

階
級

に
任

命
さ

れ
た

日
か

ら
の

勤
務

年
数

に

応
じ
て
別
表
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

(
１

)
非
常
勤
消
防
団
員
又
は
非
常
勤
水
防
団
員
が
公
務
に
よ
り
死
亡
し
、
負
傷
し
、
若
し

く
は
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
公
務
に
よ
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病
に
よ
り
死
亡
し
若
し
く
は

障
害
の
状
態
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
死
亡
若
し
く
は
負
傷
の
原
因
で
あ
る
事
故
が
発
生
し

た
日

又
は

診
断

に
よ

り
死

亡
の

原
因

で
あ

る
疾

病
の

発
生

が
確

定
し

た
日

若
し

く
は

診

断
に
よ
り
疾
病
の
発
生
が
確
定
し
た
日
（
以
下
「
事
故
発
生
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、

当
該

非
常

勤
消

防
団

員
又

は
非

常
勤

水
防

団
員

が
属

し
て

い
た

階
級

及
び

当
該

階
級

に

任
命
さ
れ
た
日
か
ら
の
勤
務
年
数
に
応
じ
て
別
表
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

(
２

)
消
防
作
業
従
事
者
、
救
急
業
務
協
力
者
若
し
く
は
水
防
従
事
者
又
は
応
急
措
置
従
事

者
（
以
下
「
消
防
作
業
従
業
者
等
」
と
い
う
。
）
が
消
防
作
業
等
に
従
事
し
、
若
し
く
は

救
急
業
務
に
協
力
し
、
又
は
応
急
措
置
の
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
に
よ
り
死
亡
し
、
負
傷

し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
消
防
作
業

等
に
従
事
し
、
若
し
く
は
救
急
業
務
に

協
力
し
、
又
は
応
急
措
置
の
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
に
よ
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病
に
よ
り

死
亡

し
、

若
し

く
は

障
害

の
状

態
と

な
っ

た
場

合
に

は
、

8
,8
00

円
と

す
る

。
た

だ
し
、

そ
の
額
が
、
そ
の
者
の
通
常
得
て
い
る
収
入
の
日
額
に
比
し
て
公
正
を
欠
く
と
認
め
ら
れ

る
と
き
は
、
1
4
,
2
0
0
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
こ
れ
を
増
額
し
た
額
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
 

(
２

)
消
防
作
業
従
事
者
、
救
急
業
務
協
力
者
若
し
く
は
水
防
従
事
者
又
は
応
急
措
置
従
事

者
（
以
下
「
消
防
作
業
従
業
者
等
」
と
い
う
。
）
が
消
防
作
業
等
に
従
事
し
、
若
し
く
は

救
急
業
務
に
協
力
し
、
又
は
応
急
措
置
の
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
に
よ
り
死
亡
し
、
負
傷

し
、
若
し
く
は
疾

病
に
か
か
り
、
又
は
消
防
作
業
等
に
従
事
し
、
若
し
く
は
救
急
業
務
に

協
力
し
、
又
は
応
急
措
置
の
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
に
よ
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病
に
よ
り

死
亡

し
、

若
し

く
は

障
害

の
状

態
と

な
っ

た
場

合
に

は
、

8
,9
00

円
と

す
る

。
た

だ
し
、

そ
の
額
が
、
そ
の
者
の
通
常
得
て
い
る
収
入
の
日
額
に
比
し
て
公
正
を
欠
く
と
認
め
ら
れ

る
と
き
は
、
1
4
,
2
0
0
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
こ
れ
を
増
額
し
た
額
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
 

３
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
、
非
常
勤
消
防
団
員
若
し
く
は
非
常
勤
水
防
団

員
又
は
消
防
作
業
従
事
者
、
救
急
業
務
協
力
者
、
水
防
従
事
者
若
し
く
は
応
急
措
置
従
事
者

（
以
下
「
非
常
勤

消
防
団
員
等
」
と
い
う
。
）
の
死
亡
若
し
く
は
負
傷
の
原
因
で
あ
る
事
故

が
発

生
し

た
日

又
は

診
断

に
よ

り
死

亡
の

原
因

で
あ

る
疾

病
の

発
生

が
確

定
し

た
日

若
し

く
は
診
断
に
よ
り
疾
病
の
発
生
が
確
定
し
た
日
に
お
い
て
、
他
に
生
計
の
み
ち
が
な
く
主
と

し
て
非
常
勤
消
防
団
員
等
の
扶
養
を
受
け
て
い
た
も
の
を
扶
養
親
族
と
し
、
扶
養
親
族
の
あ

る
非
常
勤
消
防
団
員
等
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
金
額
に
、
第
１
号
又
は
第
３
号

３
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
、
非
常
勤
消
防
団
員
若
し
く
は
非
常
勤
水
防
団

員
又
は
消
防
作
業
従
事
者
、
救
急
業
務
協
力
者
、
水
防
従
事
者
若
し
く
は
応
急
措
置
従
事
者

（
以
下
「
非
常
勤
消
防
団
員
等
」
と
い
う
。
）
の
事
故
発
生
日
に
お
い
て
、
他
に
生
計
の
み

ち
が
な
く
主
と
し
て
非
常
勤
消
防
団
員
等
の
扶
養
を
受
け
て
い
た
も
の
を
扶
養
親
族
と
し
、

扶
養
親
族
の
あ
る
非
常
勤
消
防
団
員
等
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
金
額
に
、
第
１

号
又
は
第
３
号
か
ら
第
６
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
に
つ
い
て
は
、
１
人

に
つ
き
2
1
7
円
を
、
第
２
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
に
つ
い
て
は
１
人
に
つ
き
3
3
3
円
を
、
そ

1



現
 
 
 
 
 
行
 

改
 
 
正
 
 
案
 

か
ら

第
６

号
ま

で
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
扶

養
親

族
に

つ
い

て
は

、
１

人
に

つ
き

21
7
円

を
、

第
２

号
に

該
当

す
る

扶
養

親
族

に
つ

い
て

は
１

人
に

つ
き

3
3
3
円

を
、

そ
れ

ぞ
れ

加
算

し
て
得
た
額
を
も
っ
て
補
償
基
礎
額
と
す
る
。
 

れ
ぞ
れ
加
算
し
て
得
た
額
を
も
っ
て
補
償
基
礎
額
と
す
る
。
 

(
１

)
～
(
６

)
 
（
略
）
 

(
１

)
～
(
６

)
 
（
略
）
 

４
 
（
略
）
 

４
 
（
略
）
 

附
 
則
 

附
 
則
 

（
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
）
 

（
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
）
 

第
３
条
の
４
 
（
略
）
 

第
３
条
の
４
 
（
略
）
 

２
～
４
 
（
略
）
 

２
～
４
 
（
略
）
 

５
 
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時

金
に
係
る
障
害
補
償
年
金
は
、
当
該
障
害
補
償
年
金
を
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
日
の
属

す
る
月
の
翌
月
（
第
１
項
の
申
出
が
第
２
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に

は
、
当
該
申
出
が
行
わ
れ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
）
か
ら

、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
が

当
該
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
に
達
す
る
ま
で
の
間
、
そ
の
支
給
を
停
止
す
る
。
 

５
 
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時

金
に
係
る
障
害
補
償
年
金
は
、
当
該
障
害
補
償
年
金
を
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
日
の
属

す
る
月
の
翌
月
（
第
１
項
の
申
出
が
第
２
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に

は
、
当
該
申
出
が
行

わ
れ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
）
か
ら

、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
が

当
該
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
に
達
す
る
ま
で
の
間
、
そ
の
支
給
を
停
止
す
る
。
 

(
１

)
 
（
略
）
 
 

(
１

)
 
（
略
）
 

(
２

)
 

当
該

障
害

補
償

年
金

前
払

一
時

金
が

支
給

さ
れ

た
月

後
の

最
初

の
障

害
補

償
年

金

の
支

給
期

月
か

ら
１

年
を

経
過

す
る

月
後

の
各

月
に

支
給

さ
れ

る
べ

き
障

害
補

償
年

金

の
額

を
、

10
0
分

の
５

に
当

該
支

給
期

月
以

後
の

経
過

年
数

（
当

該
年

数
に

１
年

未
満

の

端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
年
数
）
を
乗
じ
て
得
た
数
に
１
を
加
え
た
数

で
除
し
て
得
た
額
 

(
２

)
 

当
該

障
害

補
償

年
金

前
払

一
時

金
が

支
給

さ
れ

た
月

後
の

最
初

の
障

害
補

償
年

金

の
支

給
期

月
か

ら
１

年
を

経
過

す
る

月
後

の
各

月
に

支
給

さ
れ

る
べ

き
障

害
補

償
年

金

の
額
を
、
事
故
発
生
日
に
お
け
る
法
定
利
率
に
当
該
支
給
期
月
以
後
の
経
過
年
数
（
当
該

年
数
に
１
年
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
年
数
）
を
乗
じ
て
得
た

数
に
１
を
加
え
た
数
で
除
し
て
得
た
額
 

６
 

前
項

の
規

定
に

よ
る

障
害

補
償

年
金

の
支

給
の

停
止

が
終

了
す

る
月

に
係

る
障

害
補

償

年
金
の
額
は
、
当
該
終
了
す
る
月
が
、
同
項
に
規
定
す
る
支
給
期
月
か
ら
起
算
し
て
１
年
以

内
の

場
合

に
あ

っ
て

は
当

該
障

害
補

償
年

金
前

払
一

時
金

の
額

か
ら

同
項

の
規

定
に

よ
り

各
月

に
支

給
さ

れ
る

べ
き

当
該

障
害

補
償

年
金

の
額

の
全

額
に

つ
き

支
給

が
停

止
さ

れ
る

期
間
に
係
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
合
計
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
全
額
停
止
期
間
に
係

る
合
計
額
」
と
い

う
。
）
を
差
し
引
い
た
額
を
、
当
該
支
給
期
月
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
超

え
る

場
合

に
あ

っ
て

は
当

該
障

害
補

償
年

金
前

払
一

時
金

の
額

か
ら

全
額

停
止

期
間

に
係

る
合

計
額

を
差

し
引

い
た

額
に

10
0
分

の
５

に
当

該
終

了
す

る
月

の
前

項
に

規
定

す
る

経
過

６
 

前
項

の
規

定
に

よ
る

障
害

補
償

年
金

の
支

給
の

停
止

が
終

了
す

る
月

に
係

る
障

害
補

償

年
金
の
額
は
、
当
該
終
了
す
る
月
が
、
同
項
に
規
定
す
る
支
給
期
月
か
ら
起
算
し
て
１
年
以

内
の

場
合

に
あ

っ
て

は
当

該
障

害
補

償
年

金
前

払
一

時
金

の
額

か
ら

同
項

の
規

定
に

よ
り

各
月

に
支

給
さ

れ
る

べ
き

当
該

障
害

補
償

年
金

の
額

の
全

額
に

つ
き

支
給

が
停

止
さ

れ
る

期
間
に
係
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
合
計
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
全
額
停
止
期
間
に
係

る
合
計
額
」
と
い
う

。
）
を
差
し
引
い
た
額
を
、
当
該
支
給
期
月
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
超

え
る

場
合

に
あ

っ
て

は
当

該
障

害
補

償
年

金
前

払
一

時
金

の
額

か
ら

全
額

停
止

期
間

に
係

る
合

計
額

を
差

し
引

い
た

額
に

事
故

発
生

日
に

お
け

る
法

定
利

率
に

当
該

終
了

す
る

月
の

2
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年
数
を
乗
じ
て
得
た
数
に
１
を
加
え
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
終
了
す
る

月
に
支
給
さ
れ
る
べ
き
当
該
障
害
補
償
年
金
の
額
か
ら
差
し
引
い
た
額
と
す
る
。
 

前
項
に
規
定
す
る
経
過
年
数
を
乗
じ
て
得
た
数
に
１
を
加
え
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
終

了
す

る
月

に
支

給
さ

れ
る

べ
き

当
該

障
害

補
償

年
金

の
額

か
ら

差
し

引
い

た
額
と
す
る
。
 

（
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
）
 

（
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
）
 

第
４
条
 
（
略
）
 

第
４
条
 
（
略
）
 

２
～
６
 
（
略
）
 

２
～
６
 
（
略
）
 

７
 
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時

金
の
支
給
の
原
因
た
る
非
常
勤
消
防
団
員
等
の
死
亡
に
係
る
遺
族
補
償
年
金
は
、
当
該
遺
族

補
償
年
金
を
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
（
次
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き

遺
族

補
償

年
金

を
受

け
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

と
さ

れ
た

遺
族

で
あ

っ
て

当
該

遺
族

補
償

年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
例
遺
族

補
償
年
金
受
給
権
者
」
と
い
う
。
）
が
第
１
項
の
申
出
を
行
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

者
が

当
該

遺
族

補
償

年
金

に
係

る
非

常
勤

消
防

団
員

等
の

死
亡

の
時

期
に

応
じ

次
条

第
２

項
の
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
年
齢
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
支
給
停
止
解
除
年
齢
」
と
い
う
。
）

に
達
す
る
月
）
の
翌
月
（
第
１
項
の
申
出
が
第
２
項

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る

場
合
に
は
、
当
該
申
出
が
行
わ
れ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
）
か
ら
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合

計
額
が
当
該
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
に
達
す
る
ま
で
の
間
、
そ
の
支
給
を
停
止
す

る
。
 

７
 
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時

金
の
支
給
の
原
因
た
る
非
常
勤
消
防
団
員
等
の
死
亡
に
係
る
遺
族
補
償
年
金
は
、
当
該
遺
族

補
償
年
金
を
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
（
次
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き

遺
族

補
償

年
金

を
受

け
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

と
さ

れ
た

遺
族

で
あ

っ
て

当
該

遺
族

補
償

年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
例
遺
族

補
償
年
金
受
給
権
者
」
と
い
う
。
）
が
第
１
項
の
申
出
を
行
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

者
が

当
該

遺
族

補
償

年
金

に
係

る
非

常
勤

消
防

団
員

等
の

死
亡

の
時

期
に

応
じ

次
条

第
２

項
の
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
年
齢
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
支
給
停
止
解
除
年
齢
」
と
い
う
。
）

に
達
す
る
月
）
の
翌
月
（
第
１
項
の
申
出
が
第
２
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る

場
合
に
は
、
当
該
申

出
が
行
わ
れ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
）
か
ら
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合

計
額
が
当
該
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
に
達
す
る
ま
で
の
間
、
そ
の
支
給
を
停
止
す

る
。
 

(
１

)
 
（
略
）
 
 

(
１

)
 
（
略
）
 

(
２

)
 

当
該

遺
族

補
償

年
金

前
払

一
時

金
が

支
給

さ
れ

た
月

後
の

最
初

の
遺

族
補

償
年

金

の
支

給
期

月
か

ら
１

年
を

経
過

す
る

月
後

の
各

月
に

支
給

さ
れ

る
べ

き
遺

族
補

償
年

金

の
額

を
、

10
0
分

の
５

に
当

該
支

給
期

月
以

後
の

経
過

年
数

（
当

該
年

数
に

１
年

未
満

の

端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
年
数
）
を
乗
じ
て
得
た
数
に
１
を
加
え
た
数

で
除
し
て
得
た
額
 

(
２

)
 

当
該

遺
族

補
償

年
金

前
払

一
時

金
が

支
給

さ
れ

た
月

後
の

最
初

の
遺

族
補

償
年

金

の
支

給
期

月
か

ら
１

年
を

経
過

す
る

月
後

の
各

月
に

支
給

さ
れ

る
べ

き
遺

族
補

償
年

金

の
額
を
、
事
故
発
生
日
に
お
け
る
法
定
利
率
に
当
該
支
給
期
月
以
後
の
経
過
年
数
（
当
該

年
数
に
１
年
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
年
数
）
を
乗
じ
て
得
た

数
に
１
を
加
え
た
数
で
除
し
て
得
た
額
 

８
 

前
項

の
規

定
に

よ
る

遺
族

補
償

年
金

の
支

給
の

停
止

が
終

了
す

る
月

に
係

る
遺

族
補

償

年
金
の
額
は
、
当
該
終
了
す
る
月
が
、
同
項
に
規
定
す
る
支
給
期
月
か
ら
起
算
し
て
１
年
以

内
の

場
合

に
あ

っ
て

は
当

該
遺

族
補

償
年

金
前

払
一

時
金

の
額

か
ら

同
項

の
規

定
に

よ
り

各
月

に
支

給
さ

れ
る

べ
き

当
該

遺
族

補
償

年
金

の
額

の
全

額
に

つ
き

支
給

が
停

止
さ

れ
る

８
 

前
項

の
規

定
に

よ
る

遺
族

補
償

年
金

の
支

給
の

停
止

が
終

了
す

る
月

に
係

る
遺

族
補

償

年
金
の
額
は
、
当
該
終
了
す
る
月
が
、
同
項
に
規
定
す
る
支
給
期
月
か
ら
起
算
し
て
１
年
以

内
の

場
合

に
あ

っ
て

は
当

該
遺

族
補

償
年

金
前

払
一

時
金

の
額

か
ら

同
項

の
規

定
に

よ
り

各
月

に
支

給
さ

れ
る

べ
き

当
該

遺
族

補
償

年
金

の
額

の
全

額
に

つ
き

支
給

が
停

止
さ

れ
る

3
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期
間
に
係
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
合
計
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
全
額
停
止
期
間
に
係

る
合
計
額
」
と
い

う
。
）
を
差
し
引
い
た
額
を
、
当
該
支
給
期
月
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
超

え
る

場
合

に
あ

っ
て

は
当

該
遺

族
補

償
年

金
前

払
一

時
金

の
額

か
ら

全
額

停
止

期
間

に
係

る
合

計
額

を
差

し
引

い
た

額
に

10
0
分

の
５

に
当

該
終

了
す

る
月

の
前

項
に

規
定

す
る

経
過

年
数
を
乗
じ
て
得
た
数
に
１
を
加
え
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
終
了
す
る

月
に
支
給
さ
れ
る
べ
き
当
該
遺
族
補
償
年
金
の
額
か
ら
差
し
引
い
た
額
と
す
る
。
 

期
間
に
係
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
合
計
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
全
額
停
止
期
間
に
係

る
合
計
額
」
と
い
う

。
）
を
差
し
引
い
た
額
を
、
当
該
支
給
期
月
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
超

え
る

場
合

に
あ

っ
て

は
当

該
遺

族
補

償
年

金
前

払
一

時
金

の
額

か
ら

全
額

停
止

期
間

に
係

る
合

計
額

を
差

し
引

い
た

額
に

事
故

発
生

日
に

お
け

る
法

定
利

率
に

当
該

終
了

す
る

月
の

前
項
に
規
定
す
る
経
過
年
数
を
乗
じ
て
得
た
数
に
１
を
加
え
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
終

了
す

る
月

に
支

給
さ

れ
る

べ
き

当
該

遺
族

補
償

年
金

の
額

か
ら

差
し

引
い

た
額
と
す
る
。
 

９
 
（
略
）
 

９
 
（
略
）
 

別
表
（
第
５
条
関
係
）
 

別
表
（
第
５
条
関
係
）
 

補
償
基
礎
額
表
 

補
償
基
礎
額
表
 

 

階
級
 

 
勤
務
年
数
 

 
 

 

階
級
 

 
勤
務
年
数
 

 
 

 
1
0
年
未
満
 

1
0
年
以
上
2
0
年
未

満
 

2
0
年
以
上
 

 
 

1
0
年
未
満
 

1
0
年
以
上
2
0
年
未

満
 

2
0
年
以
上
 

 

 
団
長
及
び
副
団

長
 

1
2,

40
0円

1
3,
30
0円

1
4,
20
0円

 
 

団
長
及
び
副
団
長

 
1
2,
44
0円

1
3,
32
0円

1
4,
20
0円

 

 
分
団
長
及
び
副

分
団
長
 

1
0,

60
0円

1
1,
50
0円

1
2,
40
0円

 
 

分
団
長
及
び
副
分

団
長
 

1
0,
67
0円

1
1,
55
0円

1
2,
44
0円

 

 
部
長
、
班
長
及

び
団
員
 

8
,8

00
円

9
,7
00
円

1
0,
60
0円

 
 

部
長
、
班
長
及
び

団
員
 

8
,9
00
円

9
,7
90
円

1
0,
67
0円

 

備
考
 

備
考
 

１
 

死
亡

若
し

く
は

負
傷

の
原

因
で

あ
る

事
故

が
発

生
し

た
日

又
は

診
断

に
よ

っ
て

死

亡
の

原
因

で
あ

る
疾

病
の

発
生

が
確

定
し

た
日

若
し

く
は

診
断

に
よ

っ
て

疾
病

の
発

生
が
確
定
し
た
日
に
、
当
該
事
故
又
は
疾
病
が
発
生
し
た
こ
と
に
よ
り
特
に
上
位
の
階

級
に
任
命
さ
れ
た
非
常
勤
消
防
団
員
又
は
非
常
勤
水
防
団
員
の
階
級
は
、
当
該
事
故
又

は
疾
病
が
発
生
し
た
日
の
前
日
に
お
い
て
そ
の
者
が
属
し
て
い
た
階
級
に
よ
る
。
 

２
 
（
略
）
 

 

１
 
事
故
発
生
日
に
、
当
該
事
故
又
は
疾
病
が
発
生
し
た
こ
と
に
よ
り
特
に
上
位
の
階
級

に
任
命
さ
れ
た
非
常
勤
消
防
団
員
又
は
非
常
勤
水
防
団
員
の
階
級
は
、
当
該
事
故
又
は

疾
病
が
発
生
し
た
日
の
前
日
に
お
い
て
そ
の
者
が
属
し
て
い
た
階
級
に
よ
る
。
 

  ２
 
（
略
）
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第２６号議案 

 

宍粟市税条例等の一部改正の専決処分（専決第９号）の承認につ 

いて 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、別紙のとお

り専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、議会の承認を求める。 

 

令和２年４月２８日提出 

 

宍粟市長 福 元 晶 三 

 

 





宍粟市税条例等の一部を改正する条例 

令和２年３月31日 

条例第11号 

（宍粟市税条例の一部改正） 

第１条 宍粟市税条例（平成17年宍粟市条例第81号）の一部を次のように改正する。 

第36条の３の２の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改め、同条第１項

第３号を削り、同項第４号を同項第３号とする。 

第36条の３の３の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改め、同条第１項

中「若しくは単身児童扶養者である者」を削り、同項第３号を削り、同項第４号を同項第３号

とする。 

第48条第２項中「第66条の７第４項及び第10項」を「第66条の７第５項及び第11項」に改め

る。 

第54条第２項中「登録されている」を「登録がされている」に改め、同条第４項中「によっ

て」を「により」に、「においては」を「には」に改め、「これを」を削り、「課する」を「課

することができる」に改め、同項に後段として次のように加える。 

この場合において、市は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使

用者に通知しなければならない。 

第54条第７項中「第10条の２の12」を「第10条の２の15」に改め、同項を同条第８項とし、

同条第６項中「によって」を「により」に、「第49条の２」を「第49条の３」に、「みなす」

を「みなすことができる」に改め、同項を同条第７項とし、同条第５項中「によって」を「に

より」に、「においては」を「には」に、「登録されている」を「登録がされている」に、「み

なす」を「みなすことができる」に改め、同項を同条第６項とし、同条第４項の次に次の１項

を加える。 

５ 法第343条第５項に規定する探索を行ってもなお固定資産の所有者の存在が不明である場

合（前項に規定する場合を除く。）には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台

帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合において、市は、当該登

録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。 

第61条第９項及び第10項中「第349条の３第12項」を「第349条の３第11項」に改める。 

第61条の２の見出し及び同条第１項中「第349条の３第28項」を「第349条の３第27項」に改

め、同条第２項中「第349条の３第29項」を「第349条の３第28項」に改め、同条第３項中「第

349条の３第30項」を「第349条の３第29項」に改める。 

第74条の２の次に次の１条を加える。 

（現所有者の申告） 

第74条の３ 現所有者（法第384条の３に規定する現所有者をいう。以下この条及び次条にお

いて同じ。）は、現所有者であることを知った日の翌日から３か月を経過した日までに次に

掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。 
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(１) 土地又は家屋の現所有者の住所、氏名又は名称、次号に規定する個人との関係及び個

人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所、氏名又は名

称及び同号に規定する個人との関係） 

(２) 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台

帳に登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該個人の住所及び氏

名 

(３) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項 

第75条第１項中「又は」を「若しくは」に、「によって」を「により、又は現所有者が前条

の規定により」に、「においては」を「には」に改める。 

第96条第３項を同条第４項とし、同条第２項中「前項」を「第１項（法第469条第１項第３号

又は第４号に係る部分に限る。）」に、「第16条の２の３」を「第16条の２の３第２項」に、

「提出しない場合には、適用しない」を「提出している場合に限り、適用する」に改め、同項

を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項（法第469条第１項第１号又は第２号に係る部分に限る。以下この項において同じ。）

の規定は、卸売販売業者等が、同条第１項第１号又は第２号に掲げる製造たばこの売渡し又

は消費等について、第98条第１項又は第２項の規定による申告書に前項の適用を受けようと

する製造たばこに係るたばこ税額を記載し、かつ、施行規則第16条の２の３第１項に規定す

る書類を保存している場合に限り、適用する。 

第98条第１項中「第96条第２項」を「第96条第３項」に改める。 

第131条第６項中「第54条第６項」を「第54条第７項」に改める。 

附則第８条第１項中「令和３年度」を「令和６年度」に改める。 

附則第10条中「又は法」を「又は」に改める。 

附則第10条の２第２項を削り、同条第３項中「附則第15条第２項第６号」を「附則第15条第

２項第５号」に改め、同項を同条第２項とし、同条第４項中「附則第15条第33項第１号イ」を

「附則第15条第30項第１号イ」に改め、同項を同条第３項とし、同条第５項中「附則第15条第

33項第１号ロ」を「附則第15条第30項第１号ロ」に改め、同項を同条第４項とし、同条第６項

を削り、同条第７項中「附則第15条第33項第１号ニ」を「附則第15条第30項第１号ハ」に改め、

同項を同条第５項とし、同条第８項中「附則第15条第33項第１号ホ」を「附則第15条第30項第

１号ニ」に改め、同項を同条第６項とし、同条第９項中「附則第15条第33項第２号イ」を「附

則第15条第30項第２号イ」に改め、同項を同条第７項とし、同条第10項中「附則第15条第33項

第２号ロ」を「附則第15条第30項第２号ロ」に改め、同項を同条第８項とし、同項の次に次の

１項を加える。 

９ 法附則第15条第30項第２号ハに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定

める割合は４分の３とする。 

附則第10条の２第11項中「附則第15条第33項第３号イ」を「附則第15条第30項第３号イ」に

改め、同項を同条第10項とし、同条第12項中「附則第15条第33項第３号ロ」を「附則第15条第
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30項第３号ロ」に改め、同項を同条第11項とし、同条第13項中「附則第15条第33項第３号ハ」

を「附則第15条第30項第３号ハ」に改め、同項を同条第12項とし、同条第14項中「附則第15条

第44項」を「附則第15条第38項」に改め、同項を同条第13項とし、同条第15項中「附則第15条

第45項」を「附則第15条第39項」に改め、同項を同条第14項とし、同条第16項中「附則第15条

第47項」を「附則第15条第41項」に改め、同項を同条第15項とし、同項の次に次の１項を加え

る。 

16 法附則第15条第47項に規定する市町村の条例で定める割合は３分の２とする。 

 附則第12条、第13条及び第15条第１項中「又は法」を「又は」に改める。 

附則第17条の２第１項及び第２項中「令和２年度」を「令和５年度」に改める。 

（宍粟市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 宍粟市税条例等の一部を改正する条例（令和元年宍粟市条例第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条のうち、宍粟市税条例第24条第１項第２号の改正規定を削る。 

附則第１条第３号を次のように改める。 

(３) 削除 

附則第１条第４号中「（前号に掲げる改正規定を除く。）」を削る。 

附則第３条を次のように改める。 

第３条 削除 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、第１条の規定による改正後の宍粟市税条例（以下「新条

例」という。）の規定中個人の市民税に関する部分は、令和２年度以後の年度分の個人の市民

税について適用し、平成31年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第36条の３の２第１項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以

後に支払を受けるべき同項に規定する給与について提出する同項及び同条第２項に規定する

申告書について適用する。 

３ 新条例第36条の３の３第１項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法（昭和40年

法律第33号）第203条の６第１項に規定する公的年金等（同法第203条の７の規定の適用を受け

るものを除く。）について提出する新条例第36条の３の３第１項に規定する申告書について適

用する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和２年度

以後の年度分の固定資産税について適用し、平成31年度分までの固定資産税については、なお

従前の例による。 

3



２ 新条例第54条第４項の規定は、令和３年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和

２年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

３ 新条例第54条第５項の規定は、令和３年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

４ 新条例第74条の３の規定は、施行日以後に、同条に規定する現所有者であることを知った者

について適用する。 

５ 平成30年４月１日から令和２年３月31日までの間に取得された地方税法等の一部を改正す

る法律（令和２年法律第５号）第１条の規定による改正前の地方税法（昭和25年法律第226号。

次項及び第７項において「旧法」という。）附則第15条第２項に規定する施設又は設備に対し

て課する固定資産税については、なお従前の例による。 

６ 平成30年４月１日から令和２年３月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第33

項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従

前の例による。 

７ 平成28年４月１日から令和２年３月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第40

項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 
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）
 

(
３

)
 
（
略
）
 

２
～
５
 
（
略
）
 

２
～
５
 
（
略
）
 

（
法
人
の
市
民
税
の
申
告
納
付
）
 

（
法
人
の
市
民
税
の
申
告
納
付
）
 

第
4
8
条
 
（
略
）
 

第
4
8
条
 
（
略
）
 

２
 
法
の
施
行
地
に
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
を
有
す
る
法
人
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
内
国
法
人
」
と
い
う
。
）
が
、
租
税
特
別
措
置
法
第
6
6
条
の
７
第
４
項
及
び

第
1
0
項
又
は
第
6
8
条
の
9
1
第
４
項
及
び
第
1
0
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、
法
第

3
2
1
条

の
８

第
2
4
項

及
び

令
第

48
条

の
1
2
の

２
に

規
定

す
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
控

除
す

べ
き

額
を
前
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
納
付
す
べ
き
法
人
税
割
額
か
ら
控
除
す
る
。
 

２
 
法
の
施
行
地
に
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
を
有
す
る
法
人
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
内
国
法
人
」
と
い
う
。
）
が
、
租
税
特
別
措
置
法
第
6
6
条
の
７
第
５
項
及
び

第
1
1
項
又
は
第
6
8
条
の
9
1
第
４
項
及
び
第
1
0
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、
法
第

3
2
1
条

の
８

第
2
4
項

及
び

令
第

48
条

の
1
2
の

２
に

規
定

す
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
控

除
す

べ
き

額
を
前
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
納
付
す
べ
き
法
人
税
割
額
か
ら
控
除
す
る
。
 

３
～
1
7
 
（
略
）
 

３
～
1
7
 
（
略
）
 

（
固
定
資
産
税
の
納
税
義
務
者
等
）
 

（
固
定
資
産
税
の
納
税
義
務
者
等
）
 

第
5
4
条
 
（
略
）
 

第
5
4
条
 
（
略
）
 

２
 
前
項
の
所
有
者
と
は
、
土
地
又
は
家
屋
に
つ
い
て
は
、
土
地
登
記
簿
若
し
く
は
土
地
補
充

課
税
台
帳
又
は
建
物
登
記
簿
若
し
く
は
家
屋
補
充
課
税
台
帳
に
所
有
者
（
建
物
の
区
分
所
有

等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
3
7
年
法
律
第

6
9
号
）
第
２
条
第
３
項
の
専
有
部
分
の
属
す
る
家
屋

（
同
法
第
４
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
共
用
部
分
と
さ
れ
た
附
属
の
建
物
を
含
む
。
）
に
つ

い
て
は
、
当
該
家
屋
に
係
る
同
法
第
２
条
第
２
項
の
区
分
所
有
者
（
以
下
「
区
分
所
有
者
」

と
い
う
。
）
と
す
る
。
以
下
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
同
様
と
す
る
。
）
と
し
て
登
記
又
は
登

録
さ
れ
て
い
る
者
を
い
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
所
有
者
と
し
て
登
記
又
は
登
録
さ
れ
て

い
る
個
人
が
賦
課
期
日
前
に
死
亡
し
て
い
る
と
き
、
若
し
く
は
所
有
者
と
し
て
登
記
又
は
登

録
さ
れ
て
い
る
法
人
が
同
日
前
に
消
滅
し
て
い
る
と
き
、
又
は
所
有
者
と
し
て
登
記
さ
れ
て

い
る

法
第

3
4
8
条

第
１

項
の

者
が

同
日

前
に

所
有

者
で

な
く

な
っ

て
い

る
と

き
は

、
同

日
に

お
い
て
当
該
土
地
又
は
家
屋
を
現
に
所
有
し
て
い
る
者
を
い
う
。
 

２
 
前
項
の
所
有
者
と
は
、
土
地
又
は
家
屋
に
つ
い
て
は
、
土
地
登
記
簿
若
し
く
は
土
地
補
充

課
税
台
帳
又
は
建
物
登
記
簿
若
し
く
は
家
屋
補
充
課
税
台
帳
に
所
有
者
（
建
物
の
区
分
所
有

等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
3
7
年
法
律
第

6
9
号
）
第
２
条
第
３
項
の
専
有
部
分
の
属
す
る
家
屋

（
同
法
第
４
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
共
用
部
分
と
さ
れ
た
附
属
の
建
物
を
含
む
。
）
に
つ

い
て
は
、
当
該
家
屋
に
係
る
同
法
第
２
条
第
２
項
の
区
分
所
有
者
（
以
下
「
区
分
所
有
者
」

と
い
う
。
）
と
す
る

。
以
下
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
同
様
と
す
る
。
）
と
し
て
登
記
又
は
登

録
が
さ
れ
て
い
る
者
を
い
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
所
有
者
と
し
て
登
記
又
は
登
録
が
さ

れ
て
い
る
個
人
が
賦
課
期
日
前
に
死
亡
し
て
い
る
と
き
、
若
し
く
は
所
有
者
と
し
て
登
記
又

は
登
録
が
さ
れ
て
い
る
法
人
が
同
日
前
に
消
滅
し
て
い
る
と
き
、
又
は
所
有
者
と
し
て
登
記

さ
れ

て
い

る
法

第
34

8
条

第
１

項
の

者
が

同
日

前
に

所
有

者
で

な
く

な
っ

て
い

る
と

き
は

、

同
日
に
お
い
て
当
該
土
地
又
は
家
屋
を
現
に
所
有
し
て
い
る
者
を
い
う
。
 

３
 
（
略
）
 

３
 
（
略
）
 

４
 
固
定
資
産
の
所
有
者
の
所
在
が
震
災
、
風
水
害
、
火
災
そ
の
他
の
事
由
に
よ
っ
て
不
明
で

あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
使
用
者
を
所
有
者
と
み
な
し
て
、
こ
れ
を
固
定
資
産
課
税
台

帳
に
登
録
し
、
そ
の
者
に
固
定
資
産
税
を
課
す
る
。
 

４
 
固
定
資
産
の
所
有
者
の
所
在
が
震
災
、
風
水
害
、
火
災
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
不
明
で
あ

る
場
合
に
は
、
そ
の

使
用
者
を
所
有
者
と
み
な
し
て
、
固
定
資
産
課
税
台
帳
に
登
録
し
、
そ

の
者
に
固
定
資
産
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
市
は

、
当
該
登
録

を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
当
該
使
用
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な

2
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ら
な
い
。
 

 
５

 
法

第
3
43
条

第
５

項
に

規
定

す
る

探
索

を
行

っ
て

も
な

お
固

定
資

産
の

所
有

者
の

存
在

が

不
明
で
あ
る
場
合
（

前
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
そ
の
使
用
者
を
所
有
者
と

み
な
し
て
、
固
定
資
産
課
税
台
帳
に
登
録
し
、
そ
の
者
に
固
定
資
産
税
を
課
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
市
は
、
当
該
登
録
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め

、

そ
の
旨
を
当
該
使
用
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

５
 

土
地

区
画

整
理

法
（

昭
和

2
9
年

法
律

第
11

9
号

）
に

よ
る

土
地

区
画

整
理

事
業

（
密

集
市

街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
９
年
法
律
第
4
9
号
）
第

4
6

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

土
地

区
画

整
理

法
の

規
定

が
適

用
さ

れ
る

密
集

市
街

地
に

お
け

る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
4
5
条
第
１
項
第
１
号
の
事
業
を
含
む
。
以
下

こ
の

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
又

は
土

地
改

良
法

（
昭

和
24

年
法

律
第

19
5
号

）
に

よ
る

土
地

改
良
事
業
の
施
行
に
係
る
土
地
に
つ
い
て
は
、
法
令
若
し
く
は
規
約
等
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
っ
て
仮
換
地
、
一
時
利
用
地
そ
の
他
の
仮
に
使
用
し
、
若
し
く
は
収
益
す
る
こ
と
が
で
き

る
土
地
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
仮
換
地
等
」
と

総
称
す
る
。
）
の
指
定
が
あ
っ
た
場
合

又
は

土
地

区
画

整
理

法
に

よ
る

土
地

区
画

整
理

事
業

の
施

行
者

が
同

法
第

1
00

条
の

２
（

密

集
市

街
地

に
お

け
る

防
災

街
区

の
整

備
の

促
進

に
関

す
る

法
律

第
46

条
第

１
項

に
お

い
て

適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
っ
て
管
理

す
る
土
地
で
当
該
施
行
者
以
外
の
者
が

仮
に
使
用
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
仮
使
用
地
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に

お
い
て
は
、
当
該
仮
換
地
等
又
は
仮
使
用
地
に
つ
い
て
使
用
し
、
又
は
収
益
す
る
こ
と
が
で

き
る

こ
と

と
な

っ
た

日
か

ら
換

地
処

分
の

公
告

が
あ

る
日

又
は

換
地

計
画

の
認

可
の

公
告

が
あ
る
日
ま
で
の
間
は
、
仮
換
地
等
に
あ
っ
て
は
当
該
仮
換
地
等
に
対
応
す
る
従
前
の
土
地

に
つ

い
て

土
地

登
記

簿
又

は
土

地
補

充
課

税
台

帳
に

所
有

者
と

し
て

登
記

又
は

登
録

さ
れ

て
い
る
者
を
も
っ
て
、
仮
使
用
地
に
あ
っ
て
は
土
地
区
画
整
理
法
に
よ
る
土
地
区
画
整
理
事

業
の
施
行
者
以
外
の
仮
使
用
地
の
使
用
者
を
も
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
仮
換
地
等
又
は
仮
使

用
地
に
係
る
第
１
項
の
所
有
者
と
み
な
し
、
換
地
処
分
の
公
告
が
あ
っ
た
日
又
は
換
地
計
画

の
認

可
の

公
告

が
あ

っ
た

日
か

ら
換

地
又

は
保

留
地

を
取

得
し

た
者

が
土

地
登

記
簿

に
当

該
換
地
又
は
保
留
地
に
係
る
所
有
者
と
し
て
登
記
さ
れ
る
日
ま
で
の
間
は
、
当
該
換
地
又
は

保
留

地
を

取
得

し
た

者
を

も
っ

て
当

該
換

地
又

は
保

留
地

に
係

る
同

項
の

所
有

者
と

み
な

６
 

土
地

区
画

整
理

法
（

昭
和

2
9
年

法
律

第
11

9
号

）
に

よ
る

土
地

区
画

整
理

事
業

（
密

集
市

街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
９
年
法
律
第
4
9
号
）
第

4
6

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

土
地

区
画

整
理

法
の

規
定

が
適

用
さ

れ
る

密
集

市
街

地
に

お
け

る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
4
5
条
第
１
項
第
１
号
の
事
業
を
含
む
。
以
下

こ
の

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
又

は
土

地
改

良
法

（
昭

和
24

年
法

律
第

19
5
号

）
に

よ
る

土
地

改
良
事
業
の
施
行
に
係
る
土
地
に
つ
い
て
は
、
法
令
若
し
く
は
規
約
等
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
仮
換
地
、
一
時
利
用
地
そ
の
他
の
仮
に
使
用
し
、
若
し
く
は
収
益
す
る
こ
と
が
で
き
る

土
地
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
仮
換
地
等
」
と
総
称
す
る
。
）
の
指
定
が
あ
っ
た
場
合
又

は
土

地
区

画
整

理
法

に
よ

る
土

地
区

画
整

理
事

業
の

施
行

者
が

同
法

第
10

0
条

の
２

（
密

集

市
街

地
に

お
け

る
防

災
街

区
の

整
備

の
促

進
に

関
す

る
法

律
第

46
条

第
１

項
に

お
い

て
適

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
管
理
す
る
土
地
で
当
該
施
行
者
以
外
の
者
が
仮
に

使
用
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
仮
使
用
地
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
は
、

当
該
仮
換
地
等
又
は
仮
使
用
地
に
つ
い
て
使
用
し
、
又
は
収
益
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

な
っ

た
日

か
ら

換
地

処
分

の
公

告
が

あ
る

日
又

は
換

地
計

画
の

認
可

の
公

告
が

あ
る

日
ま

で
の
間
は
、
仮
換
地
等
に
あ
っ
て
は
当
該
仮
換
地
等
に
対
応
す
る
従
前
の
土
地
に
つ
い
て
土

地
登

記
簿

又
は

土
地

補
充

課
税

台
帳

に
所

有
者

と
し

て
登

記
又

は
登

録
が

さ
れ

て
い

る
者

を
も
っ
て
、
仮
使
用
地
に
あ
っ
て
は
土
地
区
画
整
理
法
に
よ
る
土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行

者
以
外
の
仮
使
用
地
の
使
用
者
を
も
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
仮
換
地
等
又
は
仮
使
用
地
に
係

る
第
１
項
の
所
有
者
と
み
な
し
、
換
地
処
分
の
公
告
が
あ
っ
た
日
又
は
換
地
計
画
の
認
可
の

公
告

が
あ

っ
た

日
か

ら
換

地
又

は
保

留
地

を
取

得
し

た
者

が
土

地
登

記
簿

に
当

該
換

地
又

は
保
留
地
に
係
る
所
有
者
と
し
て
登
記
さ
れ
る
日
ま
で
の
間
は
、
当
該
換
地
又
は
保
留
地
を

取
得

し
た

者
を

も
っ

て
当

該
換

地
又

は
保

留
地

に
係

る
同

項
の

所
有

者
と

み
な

す
こ

と
が

3
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す
。
 

で
き
る
。
 

６
 
公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
1
0
年
法
律
第
5
7
号
）
第
2
3
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
っ
て
使
用
す

る
埋
立
地
若
し
く
は
干
拓
地
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
埋
立
地
等
」
と
い
う
。
）
又
は
国

が
埋
立
て
若
し
く
は
干
拓
に
よ
っ
て
造
成
す
る
埋
立
地
等
（
同
法
第
4
2
条
第
２
項
の
規
定
に

よ
る
竣
功
通
知
前
の
埋
立
地
等
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
工
作
物
を
設

置
し
、
そ
の
他
土
地
を
使
用
す
る
場
合
と
同
様
の
状
態
で
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
（
埋
立
て

又
は
干
拓
に
関
す
る
工
事
に
関
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ら
の
埋
立
地
等
を
も
っ
て
土
地
と
み
な
し
、
こ
れ
ら
の
埋
立
地
等
の
う
ち
、
都
道
府
県
、

市
町
村
、
特
別
区

、
こ
れ
ら
の
組
合
、
財
産
区
及
び
合
併
特
例
区
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
都
道
府
県
等
」
と
い
う

。
）
以
外
の
者
が
同
法
第
2
3
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
っ
て
使
用
す

る
埋
立
地
等
に
あ
っ
て
は
、
当
該
埋
立
地
等
を
使
用
す
る
者
を
も
っ
て
当
該
埋
立
地
等
に
係

る
第
１
項
の
所
有
者
と
み
な
し
、
都
道
府
県
等
が
同
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
っ
て
使
用
し
、

又
は
国
が
埋
立
て
若
し
く
は
干
拓
に
よ
っ
て
造
成
す
る
埋
立
地
等
に
あ
っ
て
は
、
都
道
府
県

等
又

は
国

が
当

該
埋

立
地

等
を

都
道

府
県

等
又

は
国

以
外

の
者

に
使

用
さ

せ
て

い
る

場
合

に
限
り
、
当
該
埋
立
地
等
を
使
用
す
る
者
（
土
地
改
良
法
第
8
7
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ

り
国

又
は

都
道

府
県

が
行

う
同

項
第

１
号

の
事

業
に

よ
り

造
成

さ
れ

た
埋

立
地

等
を

使
用

す
る
者
で
令
第
4
9
条
の
２
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
も
っ
て
当
該
埋
立
地
等
に
係
る

第
１
項
の
所
有
者
と
み
な
す
。
 

７
 
公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
1
0
年
法
律
第
5
7
号
）
第
2
3
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
す
る

埋
立
地
若
し
く
は
干
拓
地
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
埋
立
地
等
」
と
い
う
。
）
又
は
国
が

埋
立
て
若
し
く
は
干
拓
に
よ
り
造
成
す
る
埋
立
地
等
（
同
法
第
4
2
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る

竣
功
通
知
前
の
埋
立
地
等
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
工
作
物
を
設
置
し
、

そ
の
他
土
地
を
使
用
す
る
場
合
と
同
様
の
状
態
で
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
（
埋
立
て
又
は
干

拓
に
関
す
る
工
事
に
関
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の

埋
立
地
等
を
も
っ
て
土
地
と
み
な
し
、
こ
れ
ら
の
埋
立
地
等
の
う
ち
、
都
道
府
県
、
市
町
村
、

特
別
区
、
こ
れ
ら
の

組
合
、
財
産
区
及
び
合
併
特
例
区
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
都
道
府

県
等
」
と
い
う
。
）
以
外
の
者
が
同
法
第
2
3
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
す
る
埋
立
地
等

に
あ
っ
て
は
、
当
該
埋
立
地
等
を
使
用
す
る
者
を
も
っ
て
当
該
埋
立
地
等
に
係
る
第
１
項
の

所
有
者
と
み
な
し
、
都
道
府
県
等
が
同
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
し
、
又
は
国
が
埋
立

て
若
し
く
は
干
拓
に
よ
り
造
成
す
る
埋
立
地
等
に
あ
っ
て
は
、
都
道
府
県
等
又
は
国
が
当
該

埋
立
地
等
を
都
道
府
県
等
又
は
国
以
外
の
者
に
使
用
さ
せ
て
い
る
場
合
に
限
り
、
当
該
埋
立

地
等
を
使
用
す
る
者
（
土
地
改
良
法
第
8
7
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
国
又
は
都
道
府
県

が
行

う
同

項
第

１
号

の
事

業
に

よ
り

造
成

さ
れ

た
埋

立
地

等
を

使
用

す
る

者
で

令
第

4
9
条

の
３
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
も
っ
て
当
該
埋
立
地
等
に
係
る
第
１
項
の
所
有
者
と

み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

７
 
家
屋
の
附
帯
設
備
（
家
屋
の
う
ち
附
帯
設
備
に
属
す
る
部
分
そ
の
他
施
行
規
則
第
1
0
条
の

２
の
1
2
で
定
め
る
も
の
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
家
屋
の
所
有
者
以
外
の
者
が
そ
の
事
業
の

用
に
供
す
る
た
め
取
り
付
け
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
家
屋
に
付
合
し
た
こ
と
に
よ
り

家
屋
の
所
有
者
が
所
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
附
帯
設

備
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
り
付
け
た
者
の
事
業
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き

る
資

産
で

あ
る

場
合

に
限

り
、

当
該

取
り

付
け

た
者

を
も

っ
て

第
１

項
の

所
有

者
と

み
な

し
、
当
該
特
定
附
帯
設
備
の
う
ち
家
屋
に
属
す
る
部
分
は
家
屋
以
外
の
資
産
と
み
な
し
て
固

定
資
産
税
を
課
す
る
。
 

８
 
家
屋
の
附
帯
設
備
（
家
屋
の
う
ち
附
帯
設
備
に
属
す
る
部
分
そ
の
他
施
行
規
則
第
1
0
条
の

２
の
1
5
で
定
め
る
も
の
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
家
屋
の
所
有
者
以
外
の
者
が
そ
の
事
業
の

用
に
供
す
る
た
め
取
り
付
け
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
家
屋
に
付
合
し
た
こ
と
に
よ
り

家
屋
の
所
有
者
が
所
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
附
帯
設

備
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
り
付
け
た
者
の
事
業
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き

る
資

産
で

あ
る

場
合

に
限

り
、

当
該

取
り

付
け

た
者

を
も

っ
て

第
１

項
の

所
有

者
と

み
な

し
、
当
該
特
定
附
帯
設
備
の
う
ち
家
屋
に
属
す
る
部
分
は
家
屋
以
外
の
資
産
と
み
な
し
て
固

定
資
産
税
を
課
す
る
。
 

（
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
）
 

（
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
）
 

第
6
1
条
 
（
略
）
 

第
6
1
条
 
（
略
）
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２
～
８
 
（
略
）
 

２
～
８
 
（
略
）
 

９
 

住
宅

用
地

（
法

第
3
49
条

の
３

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

住
宅

用
地

を
い

う
。

以
下

こ
の

条
及
び
第
7
4
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
は
、
第
１

項
か

ら
第

６
項

ま
で

及
び

法
第

34
9
条

の
３

第
1
2
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

当
該

住
宅

用

地
に
係
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
の
３
分
の
１
の
額
と
す
る
。
 

９
 

住
宅

用
地

（
法

第
3
49
条

の
３

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

住
宅

用
地

を
い

う
。

以
下

こ
の

条
及
び
第
7
4
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
は
、
第
１

項
か

ら
第

６
項

ま
で

及
び

法
第

34
9
条

の
３

第
1
1
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

当
該

住
宅

用

地
に
係
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
の
３
分
の
１
の
額
と
す
る
。
 

1
0
 

小
規

模
住

宅
用

地
（

法
第

34
9
条

の
３

の
２

第
２

項
に

規
定

す
る

小
規

模
住

宅
用

地
を

い

う
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
て
課

す
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
は
、
第

１
項

か
ら

第
６

項
ま

で
及

び
前

項
並

び
に

法
第

34
9
条

の
３

第
12

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら

ず
、
当
該
小
規
模
住
宅
用
地
に
係
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
の
６
分
の

１
の
額
と
す
る
。
 

1
0
 

小
規

模
住

宅
用

地
（

法
第

34
9
条

の
３

の
２

第
２

項
に

規
定

す
る

小
規

模
住

宅
用

地
を

い

う
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
は
、
第

１
項

か
ら

第
６

項
ま

で
及

び
前

項
並

び
に

法
第

34
9
条

の
３

第
11

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら

ず
、
当
該
小
規
模
住
宅
用
地
に
係
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
の
６
分
の

１
の
額
と
す
る
。
 

（
法
第
3
4
9
条
の
３
第
2
8
項
等
の
条
例
で
定
め
る
割
合
）
 

（
法
第
3
4
9
条
の
３
第
2
7
項
等
の
条
例
で
定
め
る
割
合
）
 

第
61

条
の

２
 

法
第

3
49

条
の

３
第

2
8
項

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

２
分

の
１
と
す
る
。
 

第
61

条
の

２
 

法
第

3
49

条
の

３
第

2
7
項

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

２
分

の
１
と
す
る
。
 

２
 

法
第

3
49
条

の
３

第
2
9
項

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

２
分

の
１

と
す

る
。
 

２
 

法
第

3
49
条

の
３

第
2
8
項

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

２
分

の
１

と
す

る
。
 

３
 

法
第

3
49
条

の
３

第
3
0
項

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

２
分

の
１

と
す

る
。
 

３
 

法
第

3
49
条

の
３

第
2
9
項

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

２
分

の
１

と
す

る
。
 

 
（
現
所
有
者
の
申
告
）
 

 
第

74
条

の
３

 
現

所
有

者
（

法
第

3
84

条
の

３
に

規
定

す
る

現
所

有
者

を
い

う
。

以
下

こ
の

条

及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
現
所
有
者
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
３
か

月
を

経
過

し
た

日
ま

で
に

次
に

掲
げ

る
事

項
を

記
載

し
た

申
告

書
を

市
長

に
提

出
し

な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
(
１

)
 
土
地
又
は
家
屋
の
現
所
有
者
の
住
所
、
氏
名
又
は
名
称
、
次
号
に
規
定
す
る
個
人
と

の
関
係
及
び
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
（
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ

っ
て
は
、
住
所
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
同
号
に
規
定
す
る
個
人
と
の
関
係
）
 

 
(
２

)
 

土
地

又
は

家
屋

の
所

有
者

と
し

て
登

記
簿

又
は

土
地

補
充

課
税

台
帳

若
し

く
は

家

屋
補

充
課

税
台

帳
に

登
記

又
は

登
録

が
さ

れ
て

い
る

個
人

が
死

亡
し

て
い

る
場

合
に

お

け
る
当
該
個
人
の
住
所
及
び
氏
名
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(
３

)
 
そ
の
他
市
長
が
固
定
資
産
税
の
賦
課
徴
収
に
関
し
必
要
と
認
め
る
事
項
 

（
固
定
資
産
に
係
る
不
申
告
に
関
す
る
過
料
）
 

（
固
定
資
産
に
係
る
不
申
告
に
関
す
る
過
料
）
 

第
75

条
 

固
定

資
産

の
所

有
者

（
法

第
38

6
条

に
規

定
す

る
固

定
資

産
の

所
有

者
を

い
う

。
）

が
第

7
4
条

又
は

法
第

3
83

条
の

規
定

に
よ

っ
て

申
告

す
べ

き
事

項
に

つ
い

て
正

当
な

事
由

が

な
く
て
申
告
を
し
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
1
0
万
円
以
下
の
過
料
を

科
す
る
。
 

第
75

条
 

固
定

資
産

の
所

有
者

（
法

第
38

6
条

に
規

定
す

る
固

定
資

産
の

所
有

者
を

い
う

。
）

が
第

7
4
条

若
し

く
は

法
第

38
3
条

の
規

定
に

よ
り

、
又

は
現

所
有

者
が

前
条

の
規

定
に

よ
り

申
告
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
正
当
な
事
由
が
な
く
て
申
告
を
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の

者
に
対
し
、
1
0
万
円
以
下
の
過
料
を
科
す
る
。
 

２
・
３
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

（
た
ば
こ
税
の
課
税
免
除
）
 

（
た
ば
こ
税
の
課
税
免
除
）
 

第
9
6
条
 
（
略
）
 

第
9
6
条
 
（
略
）
 

 
２

 
前

項
（

法
第

46
9
条

第
１

項
第

１
号

又
は

第
２

号
に

係
る

部
分

に
限

る
。

以
下

こ
の

項
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
は
、
卸
売
販
売
業
者
等
が
、
同
条
第
１
項
第
１
号
又
は
第
２
号
に

掲
げ
る
製
造
た
ば
こ
の
売
渡
し
又
は
消
費
等
に
つ
い
て
、
第

9
8
条
第
１
項
又
は
第
２
項
の
規

定
に

よ
る

申
告

書
に

前
項

の
適

用
を

受
け

よ
う

と
す

る
製

造
た

ば
こ

に
係

る
た

ば
こ

税
額

を
記
載
し
、
か
つ
、
施
行
規
則
第
1
6
条
の
２
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
書
類
を
保
存
し
て
い

る
場
合
に
限
り
、
適
用
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
は
、
卸
売
販
売
業
者
等
が
市
長
に
施
行
規
則
第
1
6
条
の
２
の
３
に
規
定
す
る

書
類
を
提
出
し
な
い
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。
 

３
 
第
１
項
（
法
第

4
6
9
条
第
１
項
第
３
号
又
は
第
４
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、

卸
売

販
売

業
者

等
が

市
長

に
施

行
規

則
第

1
6
条

の
２

の
３

第
２

項
に

規
定

す
る

書
類

を
提

出
し
て
い
る
場
合
に
限
り
、
適
用
す
る
。
 

３
 
（
略
）
 

４
 
（
略
）
 

（
た
ば
こ
税
の
申
告
納
付
の
手
続
）
 

（
た
ば
こ
税
の
申
告
納
付
の
手
続
）
 

第
9
8
条
 
前
条
の
規
定
に
よ
っ
て
た
ば
こ
税
を
申
告
納
付
す
べ
き
者
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て

「
申
告
納
税
者
」
と
い
う
。
）
は
、
毎
月
末
日
ま
で

に
、
前
月
の
初
日
か
ら
末
日
ま
で
の
間

に
お

け
る

売
渡

し
等

に
係

る
製

造
た

ば
こ

の
品

目
ご

と
の

課
税

標
準

た
る

本
数

の
合

計
数

（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
課
税
標
準
数
量
」
と
い
う
。
）
及
び
当
該
課
税
標
準
数
量
に
対

す
る
た
ば
こ
税
額
、
第

9
6
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ

て
は

同
項

の
適

用
を

受
け

よ
う

と
す

る
製

造
た

ば
こ

に
係

る
た

ば
こ

税
額

並
び

に
次

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

控
除

を
受

け
よ

う
と

す
る

場
合

に
あ

っ
て

は
同

項
の

適
用

を
受

け
よ

う
と

す
る

た
ば

こ
税

額
そ

の
他

必
要

な
事

項
を

記
載

し
た

施
行

規
則

第
3
4
号

の
２

様
式

に

第
9
8
条
 
前
条
の
規
定
に
よ
っ
て
た
ば
こ
税
を
申
告
納
付
す
べ
き
者
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て

「
申
告
納
税
者
」
と
い
う
。
）
は
、
毎
月
末
日
ま
で
に
、
前
月
の
初
日
か
ら
末
日
ま
で
の
間

に
お

け
る

売
渡

し
等

に
係

る
製

造
た

ば
こ

の
品

目
ご

と
の

課
税

標
準

た
る

本
数

の
合

計
数

（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
課
税
標
準
数
量
」
と
い
う
。
）
及
び
当
該
課
税
標
準
数
量
に
対

す
る
た
ば
こ
税
額
、
第

9
6
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ

て
は

同
項

の
適

用
を

受
け

よ
う

と
す

る
製

造
た

ば
こ

に
係

る
た

ば
こ

税
額

並
び

に
次

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

控
除

を
受

け
よ

う
と

す
る

場
合

に
あ

っ
て

は
同

項
の

適
用

を
受

け
よ

う
と

す
る

た
ば

こ
税

額
そ

の
他

必
要

な
事

項
を

記
載

し
た

施
行

規
則

第
3
4
号

の
２

様
式

に

6
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よ
る
申
告
書
を
市
長
に
提
出
し
、
及
び
そ
の
申
告
に
係
る
税
金
を
施
行
規
則
第
3
4
号
の
２
の

５
様
式
に
よ
る
納
付
書
に
よ
っ
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当

該
申
告
書
に
は
、
第

9
6
条
第
２
項
に
規
定
す
る
書
類
及
び
次
条
第
１
項
の
返
還
に
係
る
製
造

た
ば

こ
の

品
目

ご
と

の
数

量
に

つ
い

て
の

明
細

を
記

載
し

た
施

行
規

則
第

1
6
号

の
５

様
式

に
よ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

よ
る
申
告
書
を
市
長
に
提
出
し
、
及
び
そ
の
申
告
に
係
る
税
金
を
施
行
規
則
第
3
4
号
の
２
の

５
様
式
に
よ
る
納
付
書
に
よ
っ
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当

該
申
告
書
に
は
、
第

9
6
条
第
３
項
に
規
定
す
る
書
類
及
び
次
条
第
１
項
の
返
還
に
係
る
製
造

た
ば

こ
の

品
目

ご
と

の
数

量
に

つ
い

て
の

明
細

を
記

載
し

た
施

行
規

則
第

1
6
号

の
５

様
式

に
よ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
～
５
 
（
略
）
 

２
～
５
 
（
略
）
 

（
特
別
土
地
保
有
税
の
納
税
義
務
者
等
）
 

（
特
別
土
地
保
有
税
の
納
税
義
務
者
等
）
 

第
1
3
1
条
 
（
略
）
 

第
1
3
1
条
 
（
略
）
 

２
～
５
 
（
略
）
 

２
～
５
 
（
略
）
 

６
 
第
5
4
条
第
６
項
の
規
定
は
、
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
項
中
「
当
該
埋
立
地
等
を
使
用
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
埋
立
地
等
の
使
用
の

開
始
を
も
っ
て
土
地
の
取
得
と
、
当
該
埋
立
地
等
を
使
用
す
る
者
」
と

、
「
第
１
項
の
所
有

者
」

と
あ

る
の

は
「

第
1
3
1
条

第
１

項
の

土
地

の
所

有
者

又
は

取
得

者
」

と
、

「
同

条
第

１

項
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
第
2
3
条
第
１
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

６
 
第
5
4
条
第
７
項
の
規
定
は
、
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
項
中
「
当
該
埋
立
地
等
を
使
用
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
埋
立
地
等
の
使
用
の

開
始
を
も
っ
て
土
地
の
取
得
と
、
当
該
埋
立
地
等
を
使
用
す
る
者
」
と

、
「
第
１
項
の
所
有

者
」

と
あ

る
の

は
「

第
1
3
1
条

第
１

項
の

土
地

の
所

有
者

又
は

取
得

者
」

と
、

「
同

条
第

１

項
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
第
2
3
条
第
１
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

 
 
 
附
 
則
 

 
 
 
附
 
則
 

（
肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
事
業
所
得
に
係
る
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
事
業
所
得
に
係
る
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

第
８
条
 
昭
和
5
7
年
度
か
ら
令
和
３
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
法
附

則
第
６
条
第
４
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第

3
6
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告

書
（

そ
の
提
出
期
限
後
に
お
い
て
市
民
税
の
納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
る
時
ま
で
に
提
出
さ

れ
た
も
の
及
び
そ
の
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
第
3
6
条
の
３
第
１
項
の
確
定
申
告
書
を
含
む
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
肉
用
牛
の
売
却
に
係
る

租
税
特
別
措
置
法
第
2
5
条
第
１
項
に
規

定
す
る
事
業
所
得
の
明
細
に
関
す
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
と
き
（
こ
れ
ら
の
申
告
書
に
そ
の

記
載
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
市
長
が
認
め
る
と
き
を
含
む
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
当
該
事
業
所
得
に
係
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
を
免
除
す
る
。

第
８
条
 
昭
和
5
7
年
度
か
ら
令
和
６
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
法
附

則
第
６
条
第
４
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第

3
6
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告

書
（
そ
の
提
出
期
限
後
に
お
い
て
市
民
税
の
納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
る
時
ま
で
に
提
出
さ

れ
た
も
の
及
び
そ
の
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
第
3
6
条
の
３
第
１
項
の
確
定
申
告
書
を
含
む
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
肉
用
牛
の
売
却
に
係
る
租
税
特
別
措
置
法
第
2
5
条
第
１
項
に
規

定
す
る
事
業
所
得
の
明
細
に
関
す
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
と
き
（
こ
れ
ら
の
申
告
書
に
そ
の

記
載
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
市
長
が
認
め
る
と
き
を
含
む
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
当
該
事
業
所
得
に
係
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
を
免
除
す
る
。

２
・
３
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

（
読
替
規
定
）
 

（
読
替
規
定
）
 

第
1
0
条

 
法

附
則

第
15

条
か

ら
第

15
条

の
３

の
２

ま
で

の
規

定
の

適
用

が
あ

る
各

年
度

分
の

固
定
資
産
税
に
限
り
、
第
6
1
条
第
８
項
中
「
又
は
第
3
4
9
条
の
３
の
４
か
ら
第
3
4
9
条
の
５
ま

第
1
0
条

 
法

附
則

第
15

条
か

ら
第

15
条

の
３

の
２

ま
で

の
規

定
の

適
用

が
あ

る
各

年
度

分
の

固
定
資
産
税
に
限
り
、
第
6
1
条
第
８
項
中
「
又
は
第
3
4
9
条
の
３
の
４
か
ら
第
3
4
9
条
の
５
ま

7
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で
」
と
あ
る
の
は
、
「
若
し
く
は
第
3
4
9
条
の
３
の
４
か
ら
第
3
4
9
条
の
５
ま
で
又
は
法
附
則

第
1
5
条
か
ら
第
1
5
条
の
３
の
２
ま
で
」
と
す
る
。
 

で
」
と
あ
る
の
は
、
「
若
し
く
は
第
3
4
9
条
の
３
の
４
か
ら
第
3
4
9
条
の
５
ま
で
又
は
附
則
第

1
5
条
か
ら
第
1
5
条
の
３
の
２
ま
で
」
と
す
る
。
 

（
法
附
則
第
1
5
条
第
２
項
第
１
号
等
の
条
例
で
定
め
る
割
合
）
 

（
法
附
則
第
1
5
条
第
２
項
第
１
号
等
の
条
例
で
定
め
る
割
合
）
 

第
1
0
条
の
２
 
（
略
）
 

第
1
0
条
の
２
 
（
略
）
 

２
 

法
附

則
第

1
5
条

第
２

項
第

２
号

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

２
分

の

１
と
す
る
。
 

 

３
 

法
附

則
第

1
5
条

第
２

項
第

６
号

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

４
分

の

３
と
す
る
。
 

２
 

法
附

則
第

1
5
条

第
２

項
第

５
号

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

４
分

の

３
と
す
る
。
 

４
 

法
附

則
第

1
5
条

第
33

項
第

１
号

イ
に

規
定

す
る

設
備

に
つ

い
て

同
号

に
規

定
す

る
市

町

村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

３
 

法
附

則
第

1
5
条

第
30

項
第

１
号

イ
に

規
定

す
る

設
備

に
つ

い
て

同
号

に
規

定
す

る
市

町

村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

５
 

法
附

則
第

1
5
条

第
33

項
第

１
号

ロ
に

規
定

す
る

設
備

に
つ

い
て

同
号

に
規

定
す

る
市

町

村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

４
 

法
附

則
第

1
5
条

第
30

項
第

１
号

ロ
に

規
定

す
る

設
備

に
つ

い
て

同
号

に
規

定
す

る
市

町

村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

６
 

法
附

則
第

1
5
条

第
33

項
第

１
号

ハ
に

規
定

す
る

設
備

に
つ

い
て

同
号

に
規

定
す

る
市

町

村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

 

７
 

法
附

則
第

1
5
条

第
33

項
第

１
号

ニ
に

規
定

す
る

設
備

に
つ

い
て

同
号

に
規

定
す

る
市

町

村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

５
 

法
附

則
第

1
5
条

第
30

項
第

１
号

ハ
に

規
定

す
る

設
備

に
つ

い
て

同
号

に
規

定
す

る
市

町

村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

８
 

法
附

則
第

1
5
条

第
33

項
第

１
号

ホ
に

規
定

す
る

設
備

に
つ

い
て

同
号

に
規

定
す

る
市

町

村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

６
 

法
附

則
第

1
5
条

第
30

項
第

１
号

ニ
に

規
定

す
る

設
備

に
つ

い
て

同
号

に
規

定
す

る
市

町

村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

９
 

法
附

則
第

1
5
条

第
33

項
第

２
号

イ
に

規
定

す
る

設
備

に
つ

い
て

同
号

に
規

定
す

る
市

町

村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
４
分
の
３
と
す
る
。
 

７
 

法
附

則
第

1
5
条

第
30

項
第

２
号

イ
に

規
定

す
る

設
備

に
つ

い
て

同
号

に
規

定
す

る
市

町

村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
４
分
の
３
と
す
る
。
 

1
0
 

法
附

則
第

1
5
条

第
33

項
第

２
号

ロ
に

規
定

す
る

設
備

に
つ

い
て

同
号

に
規

定
す

る
市

町

村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
４
分
の
３
と
す
る
。
 

８
 

法
附

則
第

1
5
条

第
30

項
第

２
号

ロ
に

規
定

す
る

設
備

に
つ

い
て

同
号

に
規

定
す

る
市

町

村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
４
分
の
３
と
す
る
。
 

 
９

 
法

附
則

第
1
5
条

第
30

項
第

２
号

ハ
に

規
定

す
る

設
備

に
つ

い
て

同
号

に
規

定
す

る
市

町

村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
４
分
の
３
と
す
る
。
 

1
1
 

法
附

則
第

1
5
条

第
33

項
第

３
号

イ
に

規
定

す
る

設
備

に
つ

い
て

同
号

に
規

定
す

る
市

町

村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。
 

1
0
 

法
附

則
第

1
5
条

第
30

項
第

３
号

イ
に

規
定

す
る

設
備

に
つ

い
て

同
号

に
規

定
す

る
市

町

村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。
 

1
2
 

法
附

則
第

1
5
条

第
33

項
第

３
号

ロ
に

規
定

す
る

設
備

に
つ

い
て

同
号

に
規

定
す

る
市

町

村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。
 

1
1
 

法
附

則
第

1
5
条

第
30

項
第

３
号

ロ
に

規
定

す
る

設
備

に
つ

い
て

同
号

に
規

定
す

る
市

町

村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。
 

8
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1
3
 

法
附

則
第

1
5
条

第
33

項
第

３
号

ハ
に

規
定

す
る

設
備

に
つ

い
て

同
号

に
規

定
す

る
市

町

村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。
 

1
2
 

法
附

則
第

1
5
条

第
30

項
第

３
号

ハ
に

規
定

す
る

設
備

に
つ

い
て

同
号

に
規

定
す

る
市

町

村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。
 

1
4
 

法
附

則
第

1
5
条

第
44

項
に

規
定

す
る

市
町

村
の

条
例

で
定

め
る

割
合

は
２

分
の

１
と

す

る
。
 

1
3
 

法
附

則
第

1
5
条

第
38

項
に

規
定

す
る

市
町

村
の

条
例

で
定

め
る

割
合

は
２

分
の

１
と

す

る
。
 

1
5
 

法
附

則
第

1
5
条

第
45

項
に

規
定

す
る

市
町

村
の

条
例

で
定

め
る

割
合

は
３

分
の

２
と

す

る
。
 

1
4
 

法
附

則
第

1
5
条

第
39

項
に

規
定

す
る

市
町

村
の

条
例

で
定

め
る

割
合

は
３

分
の

２
と

す

る
。
 

1
6
 
法
附
則
第
1
5
条
第
4
7
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
零
と
す
る
。
 

1
5
 
法
附
則
第
1
5
条
第
4
1
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
零
と
す
る
。
 

 
1
6
 

法
附

則
第

1
5
条

第
47

項
に

規
定

す
る

市
町

村
の

条
例

で
定

め
る

割
合

は
３

分
の

２
と

す

る
。
 

1
7
 
（
略
）
 

1
7
 
（
略
）
 

（
宅

地
等

に
対

し
て

課
す

る
平

成
3
0
年

度
か

ら
令

和
２

年
度

ま
で

の
各

年
度

分
の

固
定

資

産
税
の
特
例
）
 

（
宅

地
等

に
対

し
て

課
す

る
平

成
3
0
年

度
か

ら
令

和
２

年
度

ま
で

の
各

年
度

分
の

固
定

資

産
税
の
特
例
）
 

第
1
2
条

 
宅

地
等

に
係

る
平

成
30

年
度

か
ら

令
和

２
年

度
ま

で
の

各
年

度
分

の
固

定
資

産
税

の
額
は
、
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
額
が
、
当
該
宅
地
等
の
当
該
年

度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
に
、
当
該
宅
地
等
に

係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
（
当
該
宅
地
等
が
当
該
年

度
分

の
固

定
資

産
税

に
つ

い
て

法
第

3
4
9
条

の
３

の
２

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

宅
地

等
で

あ
る
と
き
は
、
当
該
価
格
に
同
条
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ

。
）

に
10

0
分

の
５

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

額
（

当
該

宅
地

等
が

当
該

年
度

分

の
固

定
資

産
税

に
つ

い
て

法
第

34
9
条

の
３

又
は

法
附

則
第

1
5
条

か
ら

第
1
5
条

の
３

ま
で

の

規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を

乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る

べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額
（
以
下
「
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
」
と

い
う
。
）
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
と
す
る
。
 

第
1
2
条

 
宅

地
等

に
係

る
平

成
30

年
度

か
ら

令
和

２
年

度
ま

で
の

各
年

度
分

の
固

定
資

産
税

の
額
は
、
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
額
が
、
当
該
宅
地
等
の
当
該
年

度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
に
、
当
該
宅
地
等
に

係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
（
当
該
宅
地
等
が
当
該
年

度
分

の
固

定
資

産
税

に
つ

い
て

法
第

3
4
9
条

の
３

の
２

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

宅
地

等
で

あ
る
と
き
は
、
当
該
価
格
に
同
条
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ

。
）

に
10

0
分

の
５

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

額
（

当
該

宅
地

等
が

当
該

年
度

分

の
固

定
資

産
税

に
つ

い
て

法
第

34
9
条

の
３

又
は

附
則

第
15

条
か

ら
第

15
条

の
３

ま
で

の
規

定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗

じ
て
得
た
額
）
を
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ

き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額
（
以
下
「
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
」
と
い

う
。
）
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
と
す
る
。
 

２
 

前
項

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

商
業

地
等

に
係

る
平

成
30

年
度

か
ら

令
和

２
年

度
ま

で

の
各
年
度
分
の
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
は
、
当
該
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
が
、
当

該
商

業
地

等
に

係
る

当
該

年
度

分
の

固
定

資
産

税
の

課
税

標
準

と
な

る
べ

き
価

格
に

1
0
分

の
６

を
乗

じ
て

得
た

額
（

当
該

商
業

地
等

が
当

該
年

度
分

の
固

定
資

産
税

に
つ

い
て

法
第

２
 

前
項

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

商
業

地
等

に
係

る
平

成
30

年
度

か
ら

令
和

２
年

度
ま

で

の
各
年
度
分
の
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
は
、
当
該
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
が
、
当

該
商

業
地

等
に

係
る

当
該

年
度

分
の

固
定

資
産

税
の

課
税

標
準

と
な

る
べ

き
価

格
に

1
0
分

の
６

を
乗

じ
て

得
た

額
（

当
該

商
業

地
等

が
当

該
年

度
分

の
固

定
資

産
税

に
つ

い
て

法
第

9
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3
4
9
条

の
３

又
は

法
附

則
第

15
条

か
ら

第
1
5
条

の
３

ま
で

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

商
業

地

等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
商

業
地

等
に

係
る

当
該

年
度

分
の

固
定

資
産

税
の

課
税

標
準

と
な

る
べ

き
額

と
し

た
場

合
に

お
け
る
固
定
資
産
税
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
固
定
資

産
税
額
と
す
る
。
 

3
4
9
条

の
３

又
は

附
則

第
1
5
条

か
ら

第
1
5
条

の
３

ま
で

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

商
業

地
等

で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
商
業

地
等

に
係

る
当

該
年

度
分

の
固

定
資

産
税

の
課

税
標

準
と

な
る

べ
き

額
と

し
た

場
合

に
お

け
る
固
定
資
産
税
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
固
定
資
産

税
額
と
す
る
。
 

３
 

第
１

項
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
宅

地
等

に
係

る
平

成
30

年
度

か
ら

令
和

２
年

度
ま

で

の
各
年
度
分
の
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
は
、
当
該
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
が
、
当

該
宅

地
等

に
係

る
当

該
年

度
分

の
固

定
資

産
税

の
課

税
標

準
と

な
る

べ
き

価
格

に
1
0
分

の

２
を

乗
じ

て
得

た
額

（
当

該
宅

地
等

が
当

該
年

度
分

の
固

定
資

産
税

に
つ

い
て

法
第

34
9
条

の
３

又
は

法
附

則
第

1
5
条

か
ら

第
1
5
条

の
３

ま
で

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

宅
地

等
で

あ

る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
宅
地
等
に

係
る

当
該

年
度

分
の

固
定

資
産

税
の

課
税

標
準

と
な

る
べ

き
額

と
し

た
場

合
に

お
け

る
固

定
資
産
税
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
固
定
資
産
税
額

と
す
る
。
 

３
 

第
１

項
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
宅

地
等

に
係

る
平

成
30

年
度

か
ら

令
和

２
年

度
ま

で

の
各
年
度
分
の
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
は
、
当
該
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
が
、
当

該
宅

地
等

に
係

る
当

該
年

度
分

の
固

定
資

産
税

の
課

税
標

準
と

な
る

べ
き

価
格

に
1
0
分

の

２
を

乗
じ

て
得

た
額

（
当

該
宅

地
等

が
当

該
年

度
分

の
固

定
資

産
税

に
つ

い
て

法
第

34
9
条

の
３

又
は

附
則

第
1
5
条

か
ら

第
1
5
条

の
３

ま
で

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

宅
地

等
で

あ
る

と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
宅
地
等
に
係

る
当

該
年

度
分

の
固

定
資

産
税

の
課

税
標

準
と

な
る

べ
き

額
と

し
た

場
合

に
お

け
る

固
定

資
産
税
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
固
定
資
産
税
額
と

す
る
。
 

４
 

商
業

地
等

の
う

ち
当

該
商

業
地

等
の

当
該

年
度

の
負

担
水

準
が

0
.6

以
上

0.
7
以

下
の

も

の
に
係
る
平
成
3
0
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
額
は
、
第
１

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
前
年
度

分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
（
当
該
商
業
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い

て
法

第
3
49

条
の

３
又

は
法

附
則

第
1
5
条

か
ら

第
1
5
条

の
３

ま
で

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

商
業
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に

定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課

税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額
（
以
下
「
商
業
地
等
据
置
固

定
資
産
税
額
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
 

４
 

商
業

地
等

の
う

ち
当

該
商

業
地

等
の

当
該

年
度

の
負

担
水

準
が

0
.6

以
上

0.
7
以

下
の

も

の
に
係
る
平
成
3
0
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
額
は
、
第
１

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
前
年
度

分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
（
当
該
商
業
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い

て
法

第
3
49

条
の

３
又

は
附

則
第

1
5
条

か
ら

第
1
5
条

の
３

ま
で

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

商

業
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定

め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税

標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額
（
以
下
「
商
業
地
等
据
置
固
定

資
産
税
額
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
 

５
 

商
業

地
等

の
う

ち
当

該
商

業
地

等
の

当
該

年
度

の
負

担
水

準
が

0.
7
を

超
え

る
も

の
に

係

る
平
成
3
0
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
額
は
、
第
１
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な

る
べ
き
価
格
に
1
0
分
の
７
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
商
業
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産

税
に

つ
い

て
法

第
34

9
条

の
３

又
は

法
附

則
第

1
5
条

か
ら

第
1
5
条

の
３

ま
で

の
規

定
の

適
用

５
 

商
業

地
等

の
う

ち
当

該
商

業
地

等
の

当
該

年
度

の
負

担
水

準
が

0.
7
を

超
え

る
も

の
に

係

る
平
成
3
0
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
額
は
、
第
１
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な

る
べ
き
価
格
に
1
0
分
の
７
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
商
業
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産

税
に

つ
い

て
法

第
34

9
条

の
３

又
は

附
則

第
15

条
か

ら
第

15
条

の
３

ま
で

の
規

定
の

適
用

を

10
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を
受
け
る
商
業
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得

た
額
）
を
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額

と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額
（
以
下
「
商
業
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
」
と
い
う
。
）

と
す
る
。
 

受
け
る
商
業
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た

額
）
を
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と

し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額
（
以
下
「
商
業
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
」
と
い
う
。
）

と
す
る
。
 

（
農

地
に

対
し

て
課

す
る

平
成

3
0
年

度
か

ら
令

和
２

年
度

ま
で

の
各

年
度

分
の

固
定

資
産

税
の
特
例
）
 

（
農

地
に

対
し

て
課

す
る

平
成

3
0
年

度
か

ら
令

和
２

年
度

ま
で

の
各

年
度

分
の

固
定

資
産

税
の
特
例
）
 

第
1
3
条

 
農

地
に

係
る

平
成

3
0
年

度
か

ら
令

和
２

年
度

ま
で

の
各

年
度

分
の

固
定

資
産

税
の

額
は
、
当
該
農
地
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
額
が
、
当
該
農
地
に
係
る
当
該
年
度

分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
（
当
該
農
地
が
当
該
年

度
分

の
固

定
資

産
税

に
つ

い
て

法
第

3
4
9
条

の
３

又
は

法
附

則
第

1
5
条

か
ら

第
1
5
条

の
３

ま

で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
農
地
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
課
税
標
準
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に

定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
に
、
当
該
農
地
の
当

該
年
度
の
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
負

担
水
準
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
負
担
調
整
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
当
該
農

地
に

係
る

当
該

年
度

分
の

固
定

資
産

税
の

課
税

標
準

と
な

る
べ

き
額

と
し

た
場

合
に

お
け

る
固
定
資
産
税
額
（
以
下
「
農
地
調
整
固
定
資
産
税
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
る
場
合
に
は
、

当
該
農
地
調
整
固
定
資
産
税
額
と
す
る
。
 

第
1
3
条

 
農

地
に

係
る

平
成

3
0
年

度
か

ら
令

和
２

年
度

ま
で

の
各

年
度

分
の

固
定

資
産

税
の

額
は
、
当
該
農
地
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
額
が
、
当
該
農
地
に
係
る
当
該
年
度

分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
（
当
該
農
地
が
当
該
年

度
分

の
固

定
資

産
税

に
つ

い
て

法
第

3
4
9
条

の
３

又
は

附
則

第
1
5
条

か
ら

第
1
5
条

の
３

ま
で

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
農
地
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
課
税
標
準
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定

め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
に
、
当
該
農
地
の
当
該
年
度
の
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
負
担

水
準
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
負
担
調
整
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
当
該
農
地

に
係

る
当

該
年

度
分

の
固

定
資

産
税

の
課

税
標

準
と

な
る

べ
き

額
と

し
た

場
合

に
お

け
る

固
定
資
産
税
額
（
以
下
「
農
地
調
整
固
定
資
産
税
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
る
場
合
に
は
、

当
該
農
地
調
整
固
定
資
産
税
額
と
す
る
。
 

 
（
略
）
 

 
 

（
略
）
 

 

（
特
別
土
地
保
有
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
特
別
土
地
保
有
税
の
課
税
の
特
例
）
 

第
1
5
条
 
附
則
第
1
2
条
第
１
項
か
ら
第
５
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
宅
地
等
（
附
則
第

1
1

条
第
２
号
に
掲
げ
る
宅
地
等
を
い
う
も
の
と
し
、
法
第
3
4
9
条
の
３
、
第
3
4
9
条
の
３
の
２
又

は
法
附
則
第
1
5
条
か
ら
第

1
5
条
の
３
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
宅
地
等
を
除
く
。
）
に
対

し
て

課
す

る
平

成
3
0
年

度
か

ら
令

和
２

年
度

ま
で

の
各

年
度

分
の

特
別

土
地

保
有

税
に

つ

い
て
は
、
第
1
3
7
条
第
１
号
及
び
第
1
4
0
条
の
５
中
「
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標

準
と

な
る

べ
き

価
格

」
と

あ
る

の
は

、
「

当
該

年
度

分
の

固
定

資
産

税
に

係
る

附
則

第
1
2

条
第
１
項
か
ら
第
５
項
ま
で
に
規
定
す
る
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
」
と
す
る
。
 

第
1
5
条
 
附
則
第
1
2
条
第
１
項
か
ら
第
５
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
宅
地
等
（
附
則
第

1
1

条
第
２
号
に
掲
げ
る
宅
地
等
を
い
う
も
の
と
し
、
法
第
3
4
9
条
の
３
、
第
3
4
9
条
の
３
の
２
又

は
附
則
第
1
5
条
か
ら
第
1
5
条
の
３
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
宅
地
等
を
除
く
。
）
に
対
し

て
課

す
る

平
成

3
0
年

度
か

ら
令

和
２

年
度

ま
で

の
各

年
度

分
の

特
別

土
地

保
有

税
に

つ
い

て
は
、
第
1
3
7
条
第
１
号
及
び
第
1
4
0
条
の
５
中
「
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準

と
な
る
べ
き
価
格
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
附
則
第
1
2
条
第

１
項
か
ら
第
５
項
ま
で
に
規
定
す
る
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
」
と
す
る
。
 

２
～
５
 
（
略
）
 

２
～
５
 
（
略
）
 

（
優

良
住

宅
地

の
造

成
等

の
た

め
に

土
地

等
を

譲
渡

し
た

場
合

の
長

期
譲

渡
所

得
に

係
る

市
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
優

良
住

宅
地

の
造

成
等

の
た

め
に

土
地

等
を

譲
渡

し
た

場
合

の
長

期
譲

渡
所

得
に

係
る

市
民
税
の
課
税
の
特
例
）
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第
1
7
条
の
２
 
昭
和
6
3
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、

所
得

割
の

納
税

義
務

者
が

前
年

中
に

前
条

第
１

項
に

規
定

す
る

譲
渡

所
得

の
基

因
と

な
る

土
地
等
（
租
税
特
別
措
置
法
第
3
1
条
第
１
項
に
規
定
す
る
土
地
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
譲
渡
（
同
項
に
規
定
す
る
譲
渡
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
（
法
附
則
第
3
4
条
の

２
第
１
項
に
規
定
す
る
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
を
い
う
。
）
に
該
当
す
る
と
き
に
お

け
る
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
（
次
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
譲
渡
所
得
を
除

く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
に
対
し
て
課
す
る
市
民
税

の
所
得
割
の
額
は
、
前
条
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。
 

第
1
7
条
の
２
 
昭
和
6
3
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、

所
得

割
の

納
税

義
務

者
が

前
年

中
に

前
条

第
１

項
に

規
定

す
る

譲
渡

所
得

の
基

因
と

な
る

土
地
等
（
租
税
特
別
措
置
法
第
3
1
条
第
１
項
に
規
定
す
る
土
地
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
譲
渡
（
同
項
に
規
定
す
る
譲
渡
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
（
法
附
則
第
3
4
条
の

２
第
１
項
に
規
定
す
る
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
を
い
う
。
）
に
該
当
す
る
と
き
に
お

け
る
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
（
次
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
譲
渡
所
得
を
除

く
。
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
係
る
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
に
対
し
て
課
す
る
市
民
税

の
所
得
割
の
額
は
、
前
条
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。
 

(
１

)
・
(
２

)
 
（
略
）
 
 

(
１

)
・
(
２

)
 
（
略
）
 

２
 
前
項
の
規
定
は
、
昭
和
6
3
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に

限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
の
基
因
と

な
る
土
地
等
の
譲
渡
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の

た
め
の
譲
渡
（
法
附
則
第
3
4
条
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た

め
の
譲
渡
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
と
き
に
お
け
る
前
条
第

１
項

に
規

定
す

る
譲

渡
所

得
に

係
る

課
税

長
期

譲
渡

所
得

金
額

に
対

し
て

課
す

る
市

民
税

の
所
得
割
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
法
附
則
第
3
4
条
の
２

第
1
0
項
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
当
該
譲
渡
は
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定

地
の
た
め
の
譲
渡
で
は
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
。
 

２
 
前
項
の
規
定
は
、
昭
和
6
3
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に

限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
の
基
因
と

な
る
土
地
等
の
譲
渡
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の

た
め
の
譲
渡
（
法
附
則
第
3
4
条
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た

め
の
譲
渡
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
と
き
に
お
け
る
前
条
第

１
項

に
規

定
す

る
譲

渡
所

得
に

係
る

課
税

長
期

譲
渡

所
得

金
額

に
対

し
て

課
す

る
市

民
税

の
所
得
割
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
法
附
則
第
3
4
条
の
２

第
1
0
項
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
当
該
譲
渡
は
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定

地
の
た
め
の
譲
渡
で
は
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
。
 

３
 
（
略
）
 

 

３
 
（
略
）
 

 〇
宍
粟
市
税
条
例
等

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
元
年
宍
粟
市
条
例
第
１
号
）
の
一
部
改
正
【
第
２
条
に
よ
る
改
正
】
 

現
 
 
 
 
 
行
 

改
 
 
正
 
 
案
 

第
２
条
 
宍
粟
市
税
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

第
２
条
 
宍
粟
市
税
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

第
2
4
条
第
１
項
第
２
号
中
「
又
は
寡
夫
」
を
「
、
寡
夫
又
は
単
身
児
童
扶
養
者
」
に
改
め

る
。
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現
 
 
 
 
 
行
 

改
 
 
正
 
 
案
 

（
後
略
）
 

 
（
後
略
）
 

 
 
附
 
則
 

 
 
附
 
則
 

 
（
施
行
期
日
）
 

 
（
施
行
期
日
）
 

第
１
条
 
（
略
）
 

第
１
条
 
（
略
）
 

(
１

)
・
(
２

)
 
（
略
）
 

(
１

)
・
(
２

)
 
（
略
）
 

(
３

)
 

第
２

条
中

宍
粟

市
税

条
例

第
24

条
の

改
正

規
定

及
び

附
則

第
３

条
の

規
定

 
令

和

３
年
１
月
１
日
 

(
３

)
 
削
除
 

(
４

)
 
第
２
条
（
前
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
及
び
附
則
第
５
条
の
規
定
 
令
和

３
年
４
月
１
日
 

(
４

)
 
第
２
条
及
び
附
則
第
５
条
の
規
定
 
令
和
３
年
４
月
１
日
 

第
３

条
 

附
則

第
１

条
第

３
号

に
掲

げ
る

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
宍

粟
市

税
条

例
第

24
条

第

１
項
（
第
２
号
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
令
和
３
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人

の
市
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
２
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
市
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。
 

第
３
条
 
削
除
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第２７号議案 

 

宍粟市国民健康保険税条例の一部改正の専決処分（専決第10号） 

の承認について 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、別紙のとお

り専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、議会の承認を求める。 

 

令和２年４月２８日提出 

 

宍粟市長 福 元 晶 三  

 





   宍粟市国民健康保険税条例の一部を改正する条例    

                                令和２年３月31日 

                                   条例第12号 

宍粟市国民健康保険税条例（平成17年宍粟市条例第112号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２項ただし書中「61万円」を「63万円」に改め、同条第４項ただし書中「16万円」を

「17万円」に改める。 

第16条中「61万円」を「63万円」に、「16万円」を「17万円」に改め、同条第２号中「28万円」

を「285,000円」に改め、同条第３号中「51万円」を「52万円」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の宍粟市国民健康保険税条例の規定は、令和２年度以後の年度分の国

民健康保険税について適用し、平成31年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例

による。 



宍
粟
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
 
新

旧
対
照
条
文
 

現
行
 

改
 
 
正
 
 
案
 

（
課
税
額
）
 

（
課
税
額
）
 

第
２
条
 
（
略
）
 

第
２
条
 
（
略
）
 

２
 
前
項
第
１
号
の
基
礎
課
税
額
は
、
世
帯
主
（
前
条
第
２
項
の
世
帯
主
を
除
く
。
）
及
び
そ

の
世

帯
に

属
す

る
国

民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

に
つ

き
算

定
し

た
所

得
割

額
並

び
に

被
保

険
者

均
等

割
額

及
び

世
帯

別
平

等
割

額
の

合
算

額
と

す
る

。
た

だ
し

、
当

該
合

算
額

が
6
1

万
円
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
基
礎
課
税
額
は
、
6
1
万
円
と
す
る
。
 

２
 
前
項
第
１
号
の
基
礎
課
税
額
は
、
世
帯
主
（
前
条
第
２
項
の
世
帯
主
を
除
く
。
）
及
び
そ

の
世

帯
に

属
す

る
国

民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

に
つ

き
算

定
し

た
所

得
割

額
並

び
に

被
保

険
者

均
等

割
額

及
び

世
帯

別
平

等
割

額
の

合
算

額
と

す
る

。
た

だ
し

、
当

該
合

算
額

が
6
3

万
円
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
基
礎
課
税
額
は
、
6
3
万
円
と
す
る
。
 

３
 
（
略
）
 

３
 
（
略
）
 

４
 
第
１
項
第
３
号
の
介
護
納
付
金
課
税
額
は
、
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
で
あ
る
世
帯
主

（
前
条
第
２
項
の
世
帯
主
を
除
く
。
）
及
び
そ
の
世

帯
に
属
す
る
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険

者
に

つ
き

算
定

し
た

所
得

割
額

並
び

に
被

保
険

者
均

等
割

額
及

び
世

帯
別

平
等

割
額

の
合

算
額
と
す
る
。
た
だ
し

、
当
該
合
算
額
が
1
6
万
円
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
介
護
納
付

金
課
税
額
は
、
1
6
万
円
と
す
る
。
 

４
 
第
１
項
第
３
号
の
介
護
納
付
金
課
税
額
は
、
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
で
あ
る
世
帯
主

（
前
条
第
２
項
の
世
帯
主
を
除
く
。
）
及
び
そ
の
世
帯
に
属
す
る
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険

者
に

つ
き

算
定

し
た

所
得

割
額

並
び

に
被

保
険

者
均

等
割

額
及

び
世

帯
別

平
等

割
額

の
合

算
額
と
す
る
。
た
だ
し

、
当
該
合
算
額
が
1
7
万
円
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
介
護
納
付

金
課
税
額
は
、
1
7
万
円
と
す
る
。
 

（
国
民
健
康
保
険
税
の
減
額
）
 

（
国
民
健
康
保
険
税
の
減
額
）
 

第
1
6
条

 
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
掲

げ
る

国
民

健
康

保
険

税
の

納
税

義
務

者
に

対
し

て
課

す
る
国
民
健
康
保
険
税
の
額
は
、
第
２
条
第
２
項
本
文
の
基
礎
課
税
額
か
ら
ア
及
び
イ
に
掲

げ
る

額
を

減
額

し
て

得
た

額
（

当
該

減
額

し
て

得
た

額
が

6
1
万

円
を

超
え

る
場

合
に

は
、
6
1

万
円
）
、
同
条
第
３
項
本
文
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
か
ら
ウ
及
び
エ
に
掲
げ
る
額

を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
1
9
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
1
9
万
円
）

並
び

に
同

条
第

４
項

本
文

の
介

護
納

付
金

課
税

額
か

ら
オ

及
び

カ
に

掲
げ

る
額

を
減

額
し

て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
1
6
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
1
6
万
円

）
の
合
算
額

と
す
る
。
 

第
1
6
条

 
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
掲

げ
る

国
民

健
康

保
険

税
の

納
税

義
務

者
に

対
し

て
課

す
る
国
民
健
康
保
険
税
の
額
は
、
第
２
条
第
２
項
本
文
の
基
礎
課
税
額
か
ら
ア
及
び
イ
に
掲

げ
る

額
を

減
額

し
て

得
た

額
（

当
該

減
額

し
て

得
た

額
が

6
3
万

円
を

超
え

る
場

合
に

は
、
6
3

万
円
）
、
同
条
第
３
項
本
文
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
か
ら
ウ
及
び
エ
に
掲
げ
る
額

を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
1
9
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
1
9
万
円
）

並
び

に
同

条
第

４
項

本
文

の
介

護
納

付
金

課
税

額
か

ら
オ

及
び

カ
に

掲
げ

る
額

を
減

額
し

て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
1
7
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
1
7
万
円

）
の
合
算
額

と
す
る
。
 

(
１

)
（
略
）

(
１

)
（
略
）

(
２

)
法

第
70

3
条

の
５

に
規

定
す

る
総

所
得

金
額

及
び

山
林

所
得

金
額

の
合

算
額

が
、

3
3

万
円

に
被

保
険

者
及

び
特

定
同

一
世

帯
所

属
者

１
人

に
つ

き
2
8
万

円
を

加
算

し
た

金
額

を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者
（
前
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
 

(
２

)
法

第
70

3
条

の
５

に
規

定
す

る
総

所
得

金
額

及
び

山
林

所
得

金
額

の
合

算
額

が
、

3
3

万
円

に
被

保
険

者
及

び
特

定
同

一
世

帯
所

属
者

１
人

に
つ

き
28
5,
00
0
円

を
加

算
し

た
金

額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者
（
前
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
 

ア
～
カ
 
（
略
）

ア
～
カ
 
（
略
）

1



現
 
 
 
 
 
行
 

改
 
 
正
 
 
案
 

(
３

)
 

法
第

70
3
条

の
５

に
規

定
す

る
総

所
得

金
額

及
び

山
林

所
得

金
額

の
合

算
額

が
、

3
3

万
円

に
被

保
険

者
及

び
特

定
同

一
世

帯
所

属
者

１
人

に
つ

き
5
1
万

円
を

加
算

し
た

金
額

を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者
（
前
２
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
 

(
３

)
 

法
第

70
3
条

の
５

に
規

定
す

る
総

所
得

金
額

及
び

山
林

所
得

金
額

の
合

算
額

が
、

3
3

万
円

に
被

保
険

者
及

び
特

定
同

一
世

帯
所

属
者

１
人

に
つ

き
5
2
万

円
を

加
算

し
た

金
額

を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者
（
前
２
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
 

ア
～
カ
 
（
略
）
 
 
 

ア
～
カ
 
（
略
）
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第２８号議案 

 

令和元年度宍粟市一般会計補正予算（第６号）の専決処分（専決

第７号）の承認について 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、別紙のとお

り専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、議会の承認を求める。 

 

令和２年４月２８日提出 

 

宍粟市長 福 元 晶 三  

















第２９号議案 

 

   宍粟市国民健康保険条例及び宍粟市後期高齢者医療に関する条例 

   の一部改正について 

 

 宍粟市国民健康保険条例及び宍粟市後期高齢者医療に関する条例の一部を改

正する条例を別紙のとおり制定したいので、地方自治法（昭和22年法律第67号）

第96条第１項第１号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年４月２８日提出 

 

                      宍粟市長 福 元 晶 三 

 

 



宍粟市条例第 号 

 

   宍粟市国民健康保険条例及び宍粟市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正す 

   る条例 

 

 （宍粟市国民健康保険条例の一部改正） 

第１条 宍粟市国民健康保険条例（平成17年宍粟市条例第108号）の一部を次のように改正する。 

  附則に次の６項を加える。 

 （新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金） 

５ 給与等（所得税法（昭和40年法律第33号）第28条第１項に規定する給与等をいい、賞与（健 

康保険法第３条第６項に規定する賞与をいう。）を除く。以下同じ。）の支払を受けている被

保険者が療養のため労務に服することができないとき（新型インフルエンザ等対策特別措置

法（平成24年法律第31号）附則第１条の２第１項に規定する新型コロナウイルス感染症（以

下「新型コロナウイルス感染症」という。）に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染

症の感染が疑われるときに限る。）は、その労務に服することができなくなった日から起算し

て３日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定し

ていた日について、傷病手当金を支給する。 

６ 傷病手当金の額は、１日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継

続した３か月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した額（その額に、５円未満の

端数があるときはこれを切り捨て、５円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り

上げるものとする。）の３分の２に相当する金額（その金額に、50銭未満の端数があるときは

これを切り捨て、50銭以上１円未満の端数があるときはこれを１円に切り上げるものとす

る。）とする。ただし、健康保険法第40条第１項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標

準報酬月額の30分の１に相当する金額の３分の２に相当する金額を超えるときは、その金額

とする。 

７ 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して１年６か月を超えないものと

する。 

 （新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整） 

８ 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑

われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受け

ることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等

の額が、附則第６項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。 

９ 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けるこ

とができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかっ

たときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた

額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同

1



項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。 

10 前項の規定により本市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴

収する。 

 （宍粟市後期高齢者医療に関する条例の一部改正） 

第２条 宍粟市後期高齢者医療に関する条例（平成20年宍粟市条例第７号）の一部を次のように

改正する。 

第２条中第８号を第９号とし、第７号の次に次の１号を加える。 

(８) 広域連合条例附則第５条の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和２年５月１日から施行 

する。 

 （宍粟市国民健康保険条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ 第１条による改正後の宍粟市国民健康保険条例附則第５項から第10項までの規定は、傷病手

当金の支給を始める日が令和２年１月１日から規則で定める日までの間に属する場合に適用す

ることとする。 
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新
旧
対
照
条
文
 

 ○
宍
粟
市
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
改
正
【
第
１
条
に
よ
る
改
正
】
 

現
 
 
 
 
 
行
 

改
 
 
正
 
 
案
 

 
 
附
 
則
 

 
 
附
 
則
 

１
～
４
 
（
略
）
 

１
～
４
 
（
略
）
 

 
（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
感
染
し
た
被
保
険
者
等
に
係
る
傷
病
手
当
金
）
 

 
５
 
給
与
等
（
所
得
税
法
（
昭
和
4
0
年
法
律
第
3
3
号
）
第
2
8
条
第
１
項
に
規
定
す
る
給
与
等
を

い
い

、
賞

与
（

健
康

保
険

法
第

３
条

第
６

項
に

規
定

す
る

賞
与

を
い

う
。
）

を
除

く
。

以
下

同
じ

。
）

の
支

払
を

受
け

て
い

る
被

保
険

者
が

療
養

の
た

め
労

務
に

服
す

る
こ

と
が

で
き

な

い
と
き
（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成

2
4
年
法
律
第
3
1
号
）
附
則
第

１
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
以
下
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス

感
染

症
」

と
い

う
。
）

に
感

染
し

た
と

き
又

は
発

熱
等

の
症

状
が

あ
り

当
該

感
染

症
の

感
染

が
疑

わ
れ

る
と

き
に

限
る

。
）

は
、

そ
の

労
務

に
服

す
る

こ
と

が
で

き
な

く
な

っ
た

日

か
ら

起
算

し
て

３
日

を
経

過
し

た
日

か
ら

労
務

に
服

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
期

間
の

う
ち

労
務
に
就
く
こ
と
を
予
定
し
て
い
た
日
に
つ
い
て
、
傷
病
手
当
金
を
支
給
す
る
。
 

 
６
 
傷
病
手
当
金
の
額
は
、
１
日
に
つ
き
、
傷
病
手
当
金
の
支
給
を
始
め
る
日
の
属
す
る
月
以

前
の

直
近

の
継

続
し

た
３

か
月

間
の

給
与

等
の

収
入

の
額

の
合

計
額

を
就

労
日

数
で

除
し

た
金

額
（

そ
の

額
に

、
５

円
未

満
の

端
数

が
あ

る
と

き
は

こ
れ

を
切

り
捨

て
、
５

円
以

上
1
0

円
未

満
の

端
数

が
あ

る
と

き
は

こ
れ

を
10

円
に

切
り

上
げ

る
も

の
と

す
る

。
）

の
３

分
の

２

に
相
当
す
る
金
額
（
そ
の
金
額
に
、
5
0
銭
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、

5
0
銭

以
上

１
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

と
き

は
こ

れ
を

１
円

に
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。
）

と
す
る
。
た
だ
し
、
健
康
保
険
法
第
4
0
条
第
１
項
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
月
額
等
級
の
最
高

等
級

の
標

準
報

酬
月

額
の

30
分

の
１

に
相

当
す

る
金

額
の

３
分

の
２

に
相

当
す

る
金

額
を

超
え
る
と
き
は
、
そ
の
金
額
と
す
る
。
 

 
７
 
傷
病
手
当
金
の
支
給
期
間
は
、
そ
の
支
給
を
始
め
た
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
６
か
月
を
超

え
な
い
も
の
と
す
る
。
 

 
（

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

に
感

染
し

た
被

保
険

者
等

に
係

る
傷

病
手

当
金

と
給

与

等
と
の
調
整
）
 

 
８

 
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
に

感
染

し
た

場
合

又
は

発
熱

等
の

症
状

が
あ

り
当

該
感
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現
行
 

改
 
 
正
 
 
案
 

染
症

の
感

染
が

疑
わ

れ
る

場
合

に
お

い
て

給
与

等
の

全
部

又
は

一
部

を
受

け
る

こ
と

が
で

き
る
者
に
対
し
て
は
、
こ
れ
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
は
、
傷
病
手
当
金
を
支
給
し
な

い
。
た
だ
し

、
そ
の
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
給
与
等
の
額
が
、
附
則
第
６
項
の
規
定
に
よ
り

算
定
さ
れ
る
額
よ
り
少
な
い
と
き
は
、
そ
の
差
額
を
支
給
す
る
。
 

９
 
前
項
に
規
定
す
る
者
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
感
染
し
た
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
っ
た
給
与
等
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
き
、
そ
の
全
額

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
き
は
傷
病
手
当
金
の
全
額
、
そ
の
一
部
を
受
け
る
こ
と

が
で

き
な

か
っ

た
場

合
に

お
い

て
そ

の
受

け
た

額
が

傷
病

手
当

金
の

額
よ

り
少

な
い

と
き

は
そ
の
額
と
傷
病
手
当
金
と
の
差
額
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ

り
傷
病
手
当
金
の
一
部
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
額
を
支
給
額
か
ら
控
除
す
る
。
 

1
0
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
本
市
が
支
給
し
た
金
額
は
、
当
該
被
保
険
者
を
使
用
す
る
事
業
所
の

事
業
主
か
ら
徴
収
す
る
。
 

〇
宍
粟
市
後
期
高
齢

者
医
療
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
【
第
２
条
に
よ
る
改
正
】
 

現
行
 

改
 
 
正
 
 
案
 

 
（
市
に
お
い
て
行
う
事
務
）
 

 
（
市
に
お
い
て
行
う
事
務
）
 

第
２
条
 
市
は
、
保
険
料
の
徴
収
並
び
に
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平

成
19

年
政

令
第

31
8
号

）
第

２
条

並
び

に
高

齢
者

の
医

療
の

確
保

に
関

す
る

法
律

施
行

規
則

（
平

成
1
9
年

厚
生

労
働

省
令

第
12

9
号

）
第

６
条

及
び

第
７

条
に

規
定

す
る

事
務

の
ほ

か
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

第
２
条
 
市
は
、
保
険
料
の
徴
収
並
び
に
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平

成
19

年
政

令
第

31
8
号

）
第

２
条

並
び

に
高

齢
者

の
医

療
の

確
保

に
関

す
る

法
律

施
行

規
則

（
平

成
1
9
年

厚
生

労
働

省
令

第
12

9
号

）
第

６
条

及
び

第
７

条
に

規
定

す
る

事
務

の
ほ

か
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

(１
)～

(
７
)
 
（
略
）
 

(１
)～

(
７
)
 
（
略
）
 

(
８

)
広
域
連
合
条
例
附
則
第
５
条
の
傷
病
手
当
金
の
支
給
に
係
る
申
請
書
の
提
出
の
受

 
付
 

(８
)

（
略
）

(９
)

（
略
）
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第３０号議案 

損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について 

国道29号で発生した車両及び人身の損害に対する損害賠償について、次のと

おり和解し、及び損害賠償の額を定めることについて、地方自治法（昭和22年

法律第67号）第96条第１項第12号及び第13号の規定により、議会の議決を求め

る。 

令和２年４月２８日提出 

宍粟市長 福 元 晶 三 

１．事故の名称 

国道29号で発生した車両及び人身損害事故 

２．和解及び損害賠償の相手方 

  住所

氏名 

３．和解の要旨及び損害賠償額 

 本件事故における市の過失責任を100％とし、市は、本件事故に係る損害賠 

償金として、2,083,348円を支払うものとする。 

４．損害賠償の責任が生じた理由及び損害賠償額の算定根拠 

 本件事故は、令和２年２月15日午後３時50分頃、国道29号宍粟市山崎町三

津217番地付近において、市公用車が前方で停止中の一般車両に追突したた

め発生したものであり、本件事故により生じた車両修繕費、治療費、慰謝料

その他損害に係る費用を賠償するものとする。 



第
３
１
号
議
案

 

 

令
和
２
年
度
宍
粟
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

 

 

令
和
２
年
度
宍
粟
市
の
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

 

第
１
条

 
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

8
3
,
0
8
4
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

2
3
,
2
1
3
,
0
8
4
千
円
と
す
る
。

 

２
 
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
金
額
は
、
｢
第
１
表

 
歳
入

歳
出
予
算
補
正
｣
に
よ
る
。

 

 

令
和
２
年
４
月
２
８
日
提
出

 

 

宍
粟
市
長

 
 
福

 
元

 
晶

 
三

 
 

          

-
 
1
 
-
 



款
補
 
 
正
 
 
額

計

第
１

表
歳

入
歳

出
予

算
補

正

－
2
－

（
単
位
：
千
円
）

歳
入

項
補
 
正
 
前
 
の
 
額

繰
入

金
1
9

3
6
7
,
9
1
7

8
1
,
0
0
0

4
4
8
,
9
1
7

基
金

繰
入

金
1

3
6
7
,
9
1
7

8
1
,
0
0
0

4
4
8
,
9
1
7

諸
収

入
2
1

7
1
7
,
5
7
5

2
,
0
8
4

7
1
9
,
6
5
9

雑
入

4
3
5
9
,
5
9
4

2
,
0
8
4

3
6
1
,
6
7
8

2
3
,
2
1
3
,
0
8
4

歳
入

合
計

2
3
,
1
3
0
,
0
0
0

8
3
,
0
8
4



－
3
－

補
 
 
正
 
 
額

計
款

（
単
位
：
千
円
）

歳
出

項
補
 
正
 
前
 
の
 
額

総
務

費
2

3
,
1
6
4
,
4
1
8

2
,
0
8
4

3
,
1
6
6
,
5
0
2

総
務

管
理

費
 
1

2
,
7
5
6
,
9
0
2

2
,
0
8
4

2
,
7
5
8
,
9
8
6

商
工

費
6

7
3
3
,
0
4
8

6
6
,
0
0
0

7
9
9
,
0
4
8

商
工

費
 
1

7
3
3
,
0
4
8

6
6
,
0
0
0

7
9
9
,
0
4
8

予
備

費
1
3

3
0
,
0
0
0

1
5
,
0
0
0

4
5
,
0
0
0

予
備

費
 
1

3
0
,
0
0
0

1
5
,
0
0
0

4
5
,
0
0
0

2
3
,
2
1
3
,
0
8
4

歳
出

合
計

2
3
,
1
3
0
,
0
0
0

8
3
,
0
8
4



款
計

歳
入

歳
出

補
正

予
算

事
項

別
明

細
書

－
4
－

１
　
総
　
括

（
単
位
：
千
円
）

歳
入

補
 
正
 
前
 
の
 
額

補
 
 
正
 
 
額

1
9

繰
入

金
8
1
,
0
0
0

4
4
8
,
9
1
7

3
6
7
,
9
1
7

2
1

諸
収

入
2
,
0
8
4

7
1
9
,
6
5
9

7
1
7
,
5
7
5

歳
 
 
 
 
 
入
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
計

2
3
,
1
3
0
,
0
0
0

8
3
,
0
8
4

2
3
,
2
1
3
,
0
8
4



－
5
－

地
方

債

補
正

前
の

額
計

補
 
正
 
額

款

（
単
位
：
千
円
）

特
 
 
 
 
定
 
 
 
 
財
 
 
 
 
源

一
般
財
源

国
県

支
出

金
そ

の
他

補
正

額
の

財
源

内
訳

歳
出

2
,
0
8
4

2
2
,
0
8
4

3
,
1
6
6
,
5
0
2

3
,
1
6
4
,
4
1
8

総
務

費

6
6
,
0
0
0

6
6
6
,
0
0
0

7
9
9
,
0
4
8

7
3
3
,
0
4
8

商
工

費

1
5
,
0
0
0

1
3

1
5
,
0
0
0

4
5
,
0
0
0

3
0
,
0
0
0

予
備

費

歳
 
 
 
 
 
出
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
計

2
3
,
1
3
0
,
0
0
0

8
3
,
0
8
4

2
3
,
2
1
3
,
0
8
4

8
3
,
0
8
4



－
6
－

２
　
歳
　
入

（
単
位
：
千
円
）

基
金
繰
入
金

1
繰
入
金

（
款
）

1
9

（
項
）

補
 
正
 
額

説
 
 
 
 
明

金
 
 
 
額

区
 
 
 
分

節
計

補
正
前
の
額

目

8
1
,
0
0
0

財
政
調
整
基
金
繰
入

1
8
1
,
0
0
0

財
政
調
整
基
金
繰
入

1
9
1
,
4
2
6

1
0
,
4
2
6

8
1
,
0
0
0

財
政
調
整
基
金
繰
入
金

金
金

4
4
8
,
9
1
7

8
1
,
0
0
0

3
6
7
,
9
1
7

計

雑
入

（
項
）

4
諸
収
入

（
款
）

2
1

2
,
0
8
4

総
務
費
雑
入

1
2
,
0
8
4

雑
入

6
3
6
0
,
1
4
2

3
5
8
,
0
5
8

2
,
0
8
4

公
用
車
事
故
損
害
共
済
金

3
6
1
,
6
7
8

2
,
0
8
4

3
5
9
,
5
9
4

計



－
7
－

一
般
会
計

2 
 総

務
費

３
　
歳
　
出

（
款
）

2
総
務
費

（
項
）

1
総
務
管
理
費

（
単
位
：
千
円
）

目
補
正
前
の
額

補
 
正
 
額

計

補
 
 
正
 
 
額
 
 
の
 
 
財
 
 
源
 
 
内
 
 
訳

特
 
 
 
定
 
 
 
財
 
 
 
源

説
 
 
 
 
明

節

一
般
財
源

区
 
 
 
分

金
 
 
 
額

国
県
支
出
金

地
 
方
 
債

そ
 
の
 
他

5
財
産
管
理

9
2
,
7
2
9

2
,
0
8
4

9
4
,
8
1
3

2
,
0
8
4

2
1
補

償
、

補
填

2
,
0
8
4

公
用
車
事
故
等
に
係
る
賠
償
金

2
,
0
8
4

費
及

び
賠

償
金

計
2
,
7
5
6
,
9
0
2

2
,
0
8
4

2
,
7
5
8
,
9
8
6

2
,
0
8
4

（
款
）

6
商
工
費

（
項
）

1
商
工
費

2
商
工
業
振

4
4
6
,
1
7
3

6
6
,
0
0
0

5
1
2
,
1
7
3

6
6
,
0
0
0

1
8
負

担
金

､
補

助
6
6
,
0
0
0

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
関
連
融
資
信
用

興
費

及
び

交
付

金
保
証
料
助
成
金

6
6
,
0
0
0

計
7
3
3
,
0
4
8

6
6
,
0
0
0

7
9
9
,
0
4
8

6
6
,
0
0
0

（
款
）

1
3
予
備
費

（
項
）

1
予
備
費

1
予
備
費

3
0
,
0
0
0

1
5
,
0
0
0

4
5
,
0
0
0

1
5
,
0
0
0

予
備
費
（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
対
策
分
）

1
5
,
0
0
0

計
3
0
,
0
0
0

1
5
,
0
0
0

4
5
,
0
0
0

1
5
,
0
0
0



第
３
２
号
議
案

 

 

令
和
２
年
度
宍
粟
市
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

 

 

令
和
２
年
度
宍
粟
市
の
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

 

第
１
条

 
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額

に
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

1
,
5
0
0
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

4
,
5
6
7
,
2
9
5
千
円
と
す
る
。

 

２
 
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
金
額
は
、
｢
第
１
表

 
歳
入

歳
出
予
算
補
正
｣
に
よ
る
。

 

 

令
和
２
年
４
月
２
８
日
提
出

 

 

宍
粟
市
長

 
 
福

 
元

 
晶

 
三

 
 

          

-
 
1
 
-
 



款
補
 
 
正
 
 
額

計

第
１

表
　

歳
入

歳
出

予
算

補
正

－
2
－

（
単
位
：
千
円
）

歳
入

項
補
 
正
 
前
 
の
 
額

県
支

出
金

5
3
,
2
5
1
,
5
1
7

1
,
5
0
0

3
,
2
5
3
,
0
1
7

県
補

助
金

1
3
,
2
5
1
,
5
1
7

1
,
5
0
0

3
,
2
5
3
,
0
1
7

4
,
5
6
7
,
2
9
5

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

4
,
5
6
5
,
7
9
5

1
,
5
0
0



－
3
－

補
 
 
正
 
 
額

計
款

（
単
位
：
千
円
）

歳
出

項
補
 
正
 
前
 
の
 
額

保
険

給
付

費
2

3
,
0
8
4
,
9
4
1

1
,
5
0
0

3
,
0
8
6
,
4
4
1

傷
病

手
当

諸
費

 
6

0
1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

4
,
5
6
7
,
2
9
5

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

4
,
5
6
5
,
7
9
5

1
,
5
0
0



款
計

歳
入

歳
出

補
正

予
算

事
項

別
明

細
書

－
4
－

１
　
総
　
括

（
単
位
：
千
円
）

歳
入

補
 
正
 
前
 
の
 
額

補
 
 
正
 
 
額

5
県

支
出

金
1
,
5
0
0

3
,
2
5
3
,
0
1
7

3
,
2
5
1
,
5
1
7

歳
 
 
 
 
 
入
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
計

4
,
5
6
5
,
7
9
5

1
,
5
0
0

4
,
5
6
7
,
2
9
5



－
5
－

地
方

債

補
正

前
の

額
計

補
 
正
 
額

款

（
単
位
：
千
円
）

特
 
 
 
 
定
 
 
 
 
財
 
 
 
 
源

一
般
財
源

国
県

支
出

金
そ

の
他

補
正

額
の

財
源

内
訳

歳
出

1
,
5
0
0

2
1
,
5
0
0

3
,
0
8
6
,
4
4
1

3
,
0
8
4
,
9
4
1

保
険

給
付

費

歳
 
 
 
 
 
出
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
計

4
,
5
6
5
,
7
9
5

1
,
5
0
0

4
,
5
6
7
,
2
9
5

1
,
5
0
0



－
6
－

２
　
歳
　
入

（
単
位
：
千
円
）

県
補
助
金

1
県
支
出
金

（
款
）

5
（
項
）

補
 
正
 
額

説
 
 
 
 
明

金
 
 
 
額

区
 
 
 
分

節
計

補
正
前
の
額

目

1
,
5
0
0

特
別
交
付
金

2
1
,
5
0
0

保
険
給
付
費
等
交
付

1
3
,
2
5
3
,
0
1
7

3
,
2
5
1
,
5
1
7

1
,
5
0
0

特
別
調
整
交
付
金
分
（
市
町
村
分
）

金

3
,
2
5
3
,
0
1
7

1
,
5
0
0

3
,
2
5
1
,
5
1
7

計



－
7
－

国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計

2 
 保

険
給
付
費

３
　
歳
　
出

（
款
）

2
保
険
給
付
費

（
項
）

6
傷
病
手
当
諸
費

（
単
位
：
千
円
）

目
補
正
前
の
額

補
 
正
 
額

計

補
 
 
正
 
 
額
 
 
の
 
 
財
 
 
源
 
 
内
 
 
訳

特
 
 
 
定
 
 
 
財
 
 
 
源

説
 
 
 
 
明

節

一
般
財
源

区
 
 
 
分

金
 
 
 
額

国
県
支
出
金

地
 
方
 
債

そ
 
の
 
他

1
傷
病
手
当

0
1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

1
8
負

担
金

､
補

助
1
,
5
0
0

傷
病
手
当
金

1
,
5
0
0

金
及

び
交

付
金

計
0

1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

1
,
5
0
0



報告第４号 

市議会の権限に属する事項中市長の専決処分事項の報告について 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により定めた市長にお

いて専決処分をすることができる事項について、下記のとおり専決処分したので、

同条第２項の規定により報告する。 

令和２年４月２８日提出 

宍粟市長 福 元 晶 三 

記 

令和２年２月15日公用車が起因となる物損事故 

  相 手 方  

 過 失 割 合 市100％  

損害賠償額 188,000円 

専決年月日 令和２年３月26日 
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